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令和８年第２回和木町議会定例会  

（令和８年３月５日）  

 

 

○ 議事日程    別紙のとおり  

 

○ 会議に付した事件  

１．報告第 3 号 

例月現金出納検査の結果について 

   ２．議案第 ２号 

      令和７年度和木町一般会計補正予算（第９号） 

   ３．議案第 ３号 

      令和７年度和木町国民健康保険特別会計補正予算（第４

号） 

   ４．議案第 ４号 

      令和７年度和木町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

   ５．議案第 ５号 

      令和７年度和木町後期高齢者医療特別会計補正予算（２

号） 

   ６．議案第 ６号 

令和７年度和木町簡易水道事業会計補正予算（第３号） 

   ７．議案第 ７号 

      令和７年度和木町公共下水道事業会計補正予算（第４号） 

   ８．議案第 ８号 

和木町国民健康保険条例の一部を改正する条例 

   ９．議案第 ９号 

      和木町住宅建設奨励金条例の一部を改正する条例 

１０．議案第１０号 

      和木町消防団条例の一部を改正する条例 

  １１．議案第１１号 

      令和８年度和木町一般会計予算 

  １２．議案第１２号 

      令和８年度和木町国民健康保険特別会計予算 
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  １３．議案第１３号 

      令和８年度和木町介護保険特別会計予算 

  １４．議案第１４号 

      令和８年度和木町後期高齢者医療特別会計予算 

  １５．議案第１５号 

      令和８年度和木町簡易水道事業会計予算 

  １６．議案第１６号 

      令和８年度和木町公共下水道事業会計予算 

  １７．議案第１７号 

和木町第６次総合計画基本構想の策定について 

１８．陳情第 １号 

      町政運営における町長の発言に関する陳情 
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 ○出席議員（10 名） 

 

１ 番 

２ 番 

３ 番 

５ 番 

６ 番 

７ 番 

８ 番 

９ 番 

１０番 

１１番 

 三 分 一  淳 

明 本 光 弘 

津 島 宏 保 

嘉 屋 富 公 

上 田 丈 二 

中 村 充 子 

灰 岡 裕 美 

小 林 秀 嘉 

森 脇 明 美 

兼 本 信 昌 

 

 

 

 

 

 

 

 

副議長 

議 長 

 

 

○説明のため出席した者 

 

町 長 

副 町 長 

企 画 総 務 課 長 

税 務 課 長 

住民ｻｰﾋﾞｽ課長 

都 市 建 設 課 長 

保 健 福 祉 課 長 

教 育 長 

事 務 局 長 

 坂 本 啓 三 

山 下 純 二 

松 井 敏 浩   

池 田  剛 

上 村 克 司 

片 山  博 和 

渡 邊 真 奈 美 

重 岡 良 典 

鳥 枝  靖 

 

 

 

 

 

 

 

教育委員会 

〃 

 

 

○会議に従事した職員 

 

事 務 局 長 

書 記 

 田 尾  恵 

中 島 芽 生 子 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

津 島 議 員 

 

 

和木町広報係及び中国新聞から議場内のカメラ撮影の許可

願い出ておりますので、これを許可いたします。 

また携帯電話をお持ちの方は、電源をオフにされるよう、 

よろしくお願いいたします。 

 

ただいまから、令和８年第２回和木町議会定例会を開会いた

します。 

 

これより本日の会議を開きます。 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２４条の規定に

より９番議員 小林秀嘉議員、１０番議員 森脇明美議員を指

名します。 

 

 

日程第２ 諸般の報告を行います。 

先の定例会以降、２月１２日 山口市で山口県町議会議長会

定例会が開催され私が出席しました。 

また、同日、山口市で開催された町議会議員研修会に全議員

が出席しました。 

その他につきましては、お手元に諸般の報告として配布して

おりますので、ご了承願います。 

 

次に、本定例会の開催にあたり、議会運営委員会が開催され

ましたので、その結果を委員長から報告願います。 

 議会運営委員会委員長 津島宏保議員。 

 

 津島議員。 

 

議会運営委員会から報告いたします。 

町長より、本日３月５日に議会が招集されたことに伴い、 

２月２７日議会運営委員会を開催し、本定例会の運営について
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

次の通り申し合わせを行いました。 

本定例会に付議されております議案は、報告１件、議案１６

件、陳情１件でございます。 

本定例会の議会運営でございますが、本日、初日に報告    

第３号、議案第２号から議案第１７号の議案説明と質疑を行

い、９日は一般質問、１１日は総務文教常任委員会、１２日は

民生建設常任委員会、１６日、１７日は予算特別委員会と議会

改革特別委員会を行い、最終日は３月１９日で、討論、採決を

行うこととします。 

よって、本定例会の会期を、本日、３月５日から３月１９日

までの１５日間とし、日程は、お手元に配布しておりますとお

りでございます。 

皆様のご理解とご協力をお願い申し上げ、以上、議会運営委

員会からの報告といたします。 

 

議会運営委員会委員長  津島宏保 

  

以上で、諸般の報告を終わります。 

 

 

日程第３ 会期の決定を議題といたします。 

おはかりします。本定例会の会期は、委員長報告のとおり、

本日から３月１９日までの１５日間としたいと思いますが、 

ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり。） 

 

異議なしと認めます。 

 

したがって、本定例会の会期は、本日から３月１９日までの

１５日間とすることに決定いたしました。 
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議 長 

 

 

坂 本 町 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程第４ 行政報告について 

町長の報告を求めます。坂本町長。 

 

みなさん、おはようございます。 

町政運営につきましては、日頃より温かいご理解とご協力を

賜り心よりお礼を申し上げます。 

それでは、ただ今より９件の行政報告を申し上げます。 

１件目は、２月８日執行の第５１回衆議院議員総選挙及び第

２７回最高裁判所裁判官国民審査並びに山口県知事選挙の

結果についてでございます。 

 まず、衆議院議員総選挙の結果につきましては、当日の有権

者数は４，５６６人、小選挙区及び比例代表の投票者数は  

２,５８９人、投票率は５６．７０％であり、前回に比べ   

１.７６ポイントの増加でございました。 

 投票者数２,５８９人のうち、１１日間の期日前投票を利用

された方は１,６３４人、利用率は６３.１１％であり、不在者

投票は２１人でございました。 

 また、最高裁判所裁判官国民審査の投票者数は２,４２７人

で、投票率は５３.１５％でございました。 

 得票数については、小選挙区では、届出順に、平岡秀夫   

候補９７３票、岸のぶちよ 候補１,５４２票で、山口第２区に

おいては、岸のぶちよ候補が当選されました。 

 比例代表選挙では、届出順に、 

  中道改革連合      ４４９票 

  社会民主党        ２４票 

  れいわ新選組       ８９票 

  日本保守党        ５４票 

  参政党         ２５６票 

  国民民主党       ２４０票 

  自由民主党     １，１５４票 

  日本維新の会      １６０票 

  日本共産党        ８５票 

  減税日本・ゆうこく連合  ３０票  
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 でございました。 

 続いて、山口県知事選挙の結果でございます。 

 当日の有権者数は４,５２３人、投票者数は２,５８５人、投

票率は５７．１５％であり、前回の山口県知事選挙に比べ  

２２.４４ポイントの増加でございました。 

 投票者数２，５８５人のうち、１６日間の期日前投票を利用

された方は１，６３９人、不在者投票による投票者数は１７人

でございました。 

 得票数については、届出順に、 

  村岡 つぐまさ 候補  １，５９４票 

  有近 まちこ  候補    ８０８票 

  大久保 雅子  候補    １５６票 

 となり、村岡つぐまさ 候補が当選されました。 

 ２件目は、和木町未来共創アドバイザーの委嘱及び最高ＡＩ

責任者（ＣＡＩＯ）の設置についてでございます。 

ＤＸを通じて、持続可能なまちづくりを推進するため、和木

町未来共創アドバイザーを設置することとし、陳内裕樹（じん

ない ひろき）氏、小出泰久（こいで やすひさ）氏のお二人

にアドバイザーを委嘱いたしました。委嘱は令和８年１月１日

付けとし、同月２６日に委嘱状交付式を行いました。 

まず、陳内氏は内閣府クールジャパン・プロデューサーや東

京都立大学の客員教授等を務めておられ、総務省ＤＸアドバイ

ザーをはじめ、９０以上の自治体のアドバイザーとして活躍を

されております。和木町が抱える課題について、行政のデジタ

ル変革や業務の効率化、住民サービス向上を目的としたデジタ

ル技術の活用に関する支援や助言を行っていただきます。 

一方、小出氏は大阪教育大学や愛知教育大学の客員教授等を

務めておられ、学校等で導入されているＩＣＴ機器の効果的な

活用方法など、教育ＤＸを促進するための具体的な取組につい

て支援や提言を行っていただきます。 

委嘱状交付式の後には、陳内氏による幹部職員向けの研修が

行われ、ＡＩがもたらす業務変革や導入効果など、人口減少に
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よる問題を乗り越えるためにはＤＸが必要不可欠であるとい

う内容をご講義いただきました。今後、お二人にご協力をいた

だきながら、本町のＤＸを推進してまいります。 

また、ＤＸの推進にあたり、今後はＡＩの活用が必要不可欠

になることを見据え、ＡＩ分野に係る事項を所掌するため、最

高ＡＩ責任者（ＣＡＩＯ）に副町長を、ＣＡＩＯを補佐するた

めの最高ＡＩ責任者補佐官（ＣＡＩＯ補佐官）に和木町未来共

創アドバイザーを充てることとしました。ＣＡＩＯ補佐官に

は、ＡＩの利活用やリスク管理等について、ＣＡＩＯに対して

の支援や助言等を行っていただき、ＤＸの推進におけるＡＩ利

活用を検討していきたいと考えております。 

３件目は、和木町地域おこし協力隊についてでございます。 

 インドネシア出身の Angeline Christiani Chiba（アンジェ

リン クリスチアニ チバ）さんが、令和８年１月１日に４代目

和木町地域おこし協力隊として着任しました。任期は最長３年

間で、配属は企画総務課となります。アンジェリン隊員には教

育との協働について取り組んでいただくとともに、地域コミュ

ニティの温かさ、本町の魅力・価値などについて、ＳＮＳを通

じて日本国内だけでなく、世界にも広く発信していただきたい

と思っております。 

 ４件目は、和木町生活応援商品券事業についてでございます。 

 国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、今

年度実施しました和木町生活応援商品券事業について、実績を

報告いたします。 

 本事業は、令和７年４月１日時点で和木町住民基本台帳に記

録されている方を対象に、１人につき３，０００円分の商品券

を配布したものでございます。和木町共通商品券の取扱店に

て、令和７年１２月３１日まで使用できるものといたしまし

た。 

 対象者５，６９９人に対し、配布済が５，６５１人、配布率

にして９９．２％、また、商品券の使用枚数は３２，９２３枚、

金額にして１６，４６１，５００円、 使用率にして９６．３％

となりました。 

 広報わきや町ホームページ、ＬＩＮＥを利用して周知を図る
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ことで、町民の皆さまに広くご利用いただき、生活の一助に 

なったものと考えます。また、利用先についても、小売業、飲

食業、サービス業など、幅広く利用いただいており、地域経済

の活性化にも貢献できたものと考えております。 

５件目は、物価高対応子育て応援手当の支給についてでござ

います。 

昨年末の閣議決定により、物価高の影響を受けている子育て

世帯を支援し、子どもたちの健やかな成長を応援する観点か

ら、高校生年代以下の子ども一人につき、一律２万円を支給す

ることが決定されました。 

原則として、申請不要のプッシュ方式により支給され、和木

町では、すでに２月下旬から、対象者の口座に振込みを開始し

ております。一方、公務員など申請が必要な方につきましては、

申請を受け次第、随時支払いを行っております。 

現時点において、対象人数は１，０４６人を見込んでおり、

総額２，０９２万円を支給する予定です。財源については、事

務費を含め、全額が国費で補填されることとなります。 

 ６件目は、和木町暮らし応援商品券事業についてでございま

す。 

物価高騰の影響を受けた生活者や事業者を引き続き支援す

るため、国において、２兆円の物価高騰対応重点支援地方創生

臨時交付金が計上された令和７年度補正予算が令和７年１２

月１６日に成立し、本町には６９，６４５千円の交付限度額が

示されました。 

 これを受けて、本町では、家計の支援と地域経済の活性化を

図ることができる事業として、すべての町民の皆さまに商品券

を配布することとし、事業費８，１２９万円の和木町暮らし応

援商品券事業を実施いたします。 

 前回実施した和木町生活応援商品券事業において、１人あた

りの配布額は３，０００円でしたが、このたびは１人あたり 

１３，０００円とし、金額を大幅に増額しております。 

 また、対象者は令和８年３月１日時点で和木町住民基本台帳

に登録されている方とし、４月から順次ゆうパックにて発送い

たします。商品券の使用期間は５月１日から１０月３１日まで
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となっていますので、広報わき、町ホームページ等により周知

を行い、町民の皆さまに広くご利用いただけるよう取り組んで

まいります。 

 ７件目は、ＥＮＥＯＳ株式会社との官民連携事業についてで

ございます。 

 本年度、本町とＥＮＥＯＳ株式会社麻里布製油所が連携して

取り組んだ「環境に配慮したアイデア製品」をテーマとした実

証実験事業について、その成果と今後の方向性についてご報告

いたします。 

 まず、水質浄化材「エネマリン」に関する実証実験について

です。和木五丁目用水路では、長年の課題であった悪臭の軽減

が確認され、硫化物イオン濃度も極めて低い水準となる成果が

得られました。また、小瀬川でのアサリ肥育実験では、貝類の

成長を促進させる可能性が示されるなど、この資材が水質改善

と水生生物の生育環境向上に寄与することが実証されました。 

さらに、海藻が育つ環境を創るための実験や、下水道管の劣化

防止実験も行い、環境技術として幅広い活用可能性を示すこと

となりました。 

 続いて、「植物発電」を活用した事業についてです。「ボタニ

カルライト」を和木町役場エントランスや、和木美術館等に設

置し、町民の皆様にその技術の魅力を感じていただくととも

に、アンケート調査を実施いたしました。この市場調査結果に

ついては、後日、ＥＮＥＯＳ本社へ報告され、技術の評価や商

品化の可能性の検討に活用される予定でございます。さらに、

小中学生を対象に講演会やワークショップも開催し、環境と技

術の意義を伝える教育の場としても活用されました。 

 また、これら一連の事業に関する記録動画やＰＲ動画の作成

も進行しており、完成後はシンポジウムや各種媒体を通じて広

く発信される予定です。 

 今後、商品化や事業化につきましては、ＥＮＥＯＳ中央技術

研究所にて、採算性や事業価値を慎重に検討するとのことで

す。本町としては、これらの製品が商品化され、地域課題の解

決と発展に寄与することを強く願っております。 

 一方、麻里布製油所におかれましては、実証事業終了後も地

域貢献活動として、例えば、漁協との連携による「アサリ漁体

験学習」などを継続的に実施していく意向を示されています。
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この活動は地域資源を活用した教育と環境保護意識の向上を

目指すものであり、本町としても全面的にサポートしていく方

針です。 

 最後に、本事業は、地域課題の解決を推進するとともに、本

町とＥＮＥＯＳ株式会社の強固な信頼関係を構築する重要な

機会となりました。今後も、こうした連携を深め、持続可能な

地域づくりと町内産業の発展に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

 ８件目は、和木町二十歳のつどいについてでございます。 

 １月１１日、文化会館で「和木町二十歳のつどい」を開催い

たしました。 

 今年度２０歳となる対象者は、７３名で、男性２７名と女性

３２名、合計５９名の参加は、近年では最も高い出席率となり

ました。 

 式典では、参加者への記念品の贈呈や新成人代表者からのお

礼の言葉、参加者全員での町民憲章の唱和などが行われまし

た。 

 また、幼稚園、小学校、中学校時代の恩師１１名が招待され、

先生方は、新成人との再会を喜ぶとともに、和木町の未来を担

う若者の出発を、心からお祝いしていました。 

 ９件目は、日米交流事業についてでございます。 

 １月１０日、和木小学校で、防衛省中国四国防衛局主催によ

る「新春日米交流書初め会」が開催され、米海兵隊岩国航空基

地と和木町の子どもたち３３名が参加しました。 

 はじめに、岩国高等学校書道部と坂上分校神楽クラブの生徒

による、大書と神楽が融合したパフォーマンスが披露され、圧

巻の舞台に、会場は大いに盛り上がりました。 

 書初め会では、書道部の生徒の手ほどきを受けながら、子ど

もたちは「平和」や「友達」、「正月」などの文字を書き上げま

した。また、日本の伝統的な遊びの羽根つきや凧揚げ、けん玉

なども体験するなど、日米の交流を深めました。 

 ２月２１日には、シンフォニア岩国で、日米交流合同コンサ

ートが開催されました。このコンサートは、互いの演奏の鑑賞

や合奏を通じて、地域住民の相互理解を図ることを目的に開催

されているもので、岩国航空基地内及び和木町、岩国市、大竹

市、周防大島町の児童、生徒が演奏や合唱を行いました。和木
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町からは小学校３年生の児童が参加し、この日のために練習し

てきた成果を、存分に発揮していました。 

 以上、９件について行政報告とさせていただきます。 

 

 

日程第５ 報告第３号 例月現金出納検査の結果について 

監査委員から、お手元に配布してありますとおり、例月現金

出納検査の結果の報告がありましたのでご了承願います。 

 

 

日程第６ 議案第２号 令和７年度和木町一般会計補正予

算（第９号） 

これを議題とします。執行の説明を求めます。 

松井企画総務課長。 

 

議案第２号 令和７年度和木町一般会計補正予算（第９号）

についてご説明申し上げます。 

予算の概要といたしましては、既定の歳入歳出予算の総額か

ら、それぞれ１億４，６２８万５千円を減額し、総額を４９億

１，５９８万２千円とするものでございます。 

今回の補正予算でございますが、歳出各費目の減額補正が主

なものでございます。これに加えて昨年１２月に可決されまし

た、国の令和７年度補正予算で追加となりました「地域未来交

付金（地域防災緊急整備型）」これを活用とした、『避難所環境

改善事業』に取り組む上で必要な経費を計上するほか、決算見

込みに応じて予算額の調整を行なうものでございます。  

それでは、第１表歳入歳出予算補正の３ページ歳出からご説

明を申し上げます。費目ごとの詳細は２３ページからとなりま

す。 

款１ 議会費は決算見込みから、職員給与費及び視察研修等

の費用弁償を減額し、議会費全体で１６０万円の減額となって

おります。 

款２ 総務費、特別職給与費では、町長報酬５％削減や副町
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長の不在期間に応じた減額などにより報酬２００万円の減額、

手当１８０万円の減額。総務一般事業では、会計年度任用職員

報酬１５０万円の減額。庁舎管理費では、庁舎空調設備改修工

事２２５万４千円の減額、基金積立金、減債基金積立金   

１，０９７万９千円の増額。電算システム管理事業では、新シ

ステムへの移行の契約額にあわせ、総合行政システム保守料を

３３８万６千円、当該機器リース料を、２０２万２千円それぞ

れ減額をしております。地域おこし協力隊事業では、年度途中

で退任した隊員及び新たに任用した隊員の在籍期間による調

整により報酬額を２５２万６千円減額しております。２７ペー

ジとなります。ＤＸ推進事業では、全国の基幹業務システムの

統一を目的として整備を行っております、システム標準化対応

業務委託料２，８９７万１千円の減額、そのデータ通信やサー

バー利用等に係る、ガバメントクラウド環境利用料２，６０２

千円の減額、２９ページに移りまして、戸籍住民基本台帳費で

は、人事異動に伴う職員の減少による給料４３０万円の減額、

その他各項における決算見込みとあわせて、総務費全体で 

８，３１０万３千円を減額しております。 

款３ 民生費では、３１ページとなります。定額減税補足給

付金事業において、給付額が確定したことに伴い８７０万円の

減額。３３ページ、後期高齢者医療特別会計繰出金２７４万９

千円の減額。児童手当給付金３,２１９万円の減額。これは、  

令和６年１０月に制度が拡充されたことから、今年度、見込で

計上しておりましたが、給付額が確定したことによるものでご

ざいます。認定こども園費では、会計年度任用職員報酬１千万

円の減額、職員手当３６８万円の減額などにより、６,５７９万

１千円の減額となっております。 

３５ページ 款４ 衛生費では、予防接種委託料９００万円

の減額、斎場・墓地管理運営事業では、３７ページとなります。

斎場浄化槽改修工事２２６万１千円の減額、一般廃棄物リサイ

クル委託料２００万円の減額、その他各項における決算見込み

とあわせて、１,７６２万７千円の減額となっております。 

款５ 農林水産業費では、新規農業就業者定着支援給付金の
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確定により３０万円の減額となっております。 

款７ 土木費につきましては、県営事業負担金２０４万１千

円の増額、町道改良工事５４０万円の減額が主なもので、その

他各項における決算見込みに応じて、６３２万７千円の減額と

なっております。 

３９ページ 款８ 消防費では、先程申し上げました「地域

未来交付金（地域防災緊急整備型）」こちらを活用いたしまし

て、避難所の環境改善を図る目的で整備するための備品購入費

８４１万９千円の増額。４１ページに移りまして、岩国地区消

防組合負担金は東出張所の消防ポンプ自動車購入など   

４,０５５万４千円を増額するもので、これらにより消防費全体

で、４,７６５万３千円の増額としております。 

款９ 教育費では、職員の給与費を調整するとともに、４３

ページでは、国際交流事業の事業費の確定により海外派遣事業

委託料を２６６万４千円減額。４５ページに移りまして、テニ

スコート改修設計業務では契約額の確定により３１４万円を

減額。これらが主なものとなっておりますが、その他各項にお

ける決算見込みに応じて１,９１９万円の減額としております。 

続きまして、１ページ歳入についてご説明申し上げます。  

詳細は、１１ページからとなります。 

款１ 町税２,０８０万円の増額は、町民税、個人住民税が 

１,０６２万４千円の減額、法人町民税が２,６３６万３千円、

それから固定資産税５０６万１千円、これら２つの増額を行う

ものでございます。 

款３  利子割交付金      １１６万１千円の増額 

款７  地方消費税交付金  ３,４４４万１千円の増額 

款１１ 地方交付税     ７,９１１万２千円の増額 

款１２ 交通安全対策特別交付金 ５３万５千円の減額 

款１４ 使用料及び手数料   ６８５万８千円の減額 

これらにつきましては、いずれも決算見込みに応じて調整す

るものでございます。 

款１５ 国庫支出金８,３３１万５千円の減額につきまして

は、児童手当国庫負担金２,５８８万２千円の減額、デジタル基
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盤改革支援補助金５,２８２万９千円の減額、物価高騰対応重点

支援地方創生臨時交付金９００万円の減額。１５ページに移り

まして、消防費国庫補助金、こちらは「地域未来交付金」とい

たしまして、４２０万９千円の増額を行うものでございます。 

款１６ 県支出金３１７万８千円の減額は、児童手当県負担

金３１７万８千円の減額、１７ページに移りまして、やまぐち

子育て応援第２子以降保育料無償化事業補助金２０６万３千

円の増額が主なもので、その他は、各項におきまして決算見込

み額によるものでございます。 

款１７ 財産収入の１１７万３千円の増額は、減債基金利子

及び中国電力の鉄塔用地として、土地の売り払いによる収入で

ございます。 

款１９ 繰入金２億５３７万６千円の減額は、歳入歳出調整

により財政調整基金繰入金を１億８,８１７万円の減額、その

他、健やか安心基金・すくすくこども基金・公共施設等総合管

理基金、これら各基金についても事業の決算見込みに応じて減

額し、繰入を行うこととしております。 

款２１ 諸収入６５１万円の減額は、土地開発公社貸付金元

金収入６００万円の減額、自治宝くじ助成金１８０万７千円の

増額を行うものでございます。 

款２２ 町債２,２８０万円の増額につきましては、町営住宅

整備事業及び町民庭球場整備事業におきまして、入札による事

業費確定により減額するとともに、岩国地区消防組合消防施設

整備事業といたしまして４,１１０万円の増額、これらに伴いま

して、借入額を変更するものでございます。 

次に、５ページの第２表 繰越明許について、ご説明申し上

げます。 

戸籍住民基本台帳管理事業      ２３９万８千円 

和木町物価高騰対応子育て応援手当支給事業 ４０万円 

町営住宅整備事業            ５００万円 

避難所環境改善事業         ８４１万９千円 

これらを翌年度に繰り越すものでございます。 

最後に、６ページの第３表 地方債補正につきまして、ご説
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明申し上げます。 

岩国地区消防組合消防施設整備事業として４ ,１１０万円を

新たに借り入れるものでございます。 

また、入札による事業費の減額などにより、各事業に係る借

入れ限度額について、町営住宅整備箏業では５,５６０万円から

４,０２０万円に、江尻住宅集会所解体事業では２３０万円から

２００万円に、町民庭球場整備事業１ ,２７０万円から   

１,０２０万円に、最終処分場水処理施設整備事業１４０万円か

ら１３０万円に変更するものでございます。 

以上で議案第２号の説明を終わります。 

 

丁寧な説明いただきました。 

本案に対する、質疑を許します。 

なお、質疑は簡潔に、答弁は丁寧に、また分かり易くお願い

したいと思います。 

 質疑はありませんか。 

 

 上田丈二議員。 

 

はい、今回の補正なんですけれども、補正額にしては珍しく

１億４,６２８万５千円と大幅な減額になっている訳なんです

けれども、まあ物価高騰による大きな見積りをしたのか、それ

とも他にも理由があったのかちょっと伺いたいんですけれど

も。 

 

松井課長。 

 

はい、今、議員さんがおっしゃられたように、補助事業にお

いて多少物価高騰分を見込んで多めに予算を取っていたとい

う部分もございますが、大きなものは今年度ＤＸ関係でござい

ます。こちらの方は国の方の事業が少し変更になったり、及び

システムを構築していく技術者の不足によってですね、年度内

で、まあ全国的なものでございますが、構築、システム構築が
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ちょっと遅れ気味、全体的に遅れ気味ということでですね、翌

年度にせざるを得ない、こういった事情もございます。  

それと、あとは例年のように各費目において減額するもので

ございます。 

 

よろしいですか。 

上田議員。 

 

物価高騰のための、を少し多く予算を見積もったこととＤＸ

推進事業が伸びて、その分が減額になったということなんです

けれども、その中でちょっと伺いたいんですけれども、３０ 

ページの戸籍住民基本台帳管理事業なんですけれども、この中

では、システムですね、システム改善委託料が増えております

し、そして振り仮名の法制化にかかる住基システム改築も増え

てる訳なんですけれども、これに関しては必要性があるってい

う形で、この部分においては増額になったということなんでし

ょうか。 

 

上村住民サービス課長。 

 

はい、お答えいたします。 

まず戸籍附表システム改修業務委託料についてですけど、 

これは附表に旧氏と振り仮名をですね、付けるための改修と 

いうことで、来年度その事業をする必要がありますので、今回

上がっております。これは令和７年度の国の補正予算でついて

おりますので、全額繰り越して令和８年度に使用するという 

ことになります。 

それから次にですね、氏名の振り仮名法制化にかかる住基 

システム改修業務でございますけど、これはほかの市町に本籍

がある方の振り仮名を一括して和木町の住民票に取り込むた

めの改修でございます。当町に本籍がある方についてはです

ね、連動するんですけど、そうでない当町に本籍がない方の 

振り仮名を住民票に取り込むための改修になります。これも来
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上 田 議 員 

 

 

議 長 

 

松 井 企 画 

総 務 課 長 

 

年度実施しますので、全額繰り越して実施するという事になり

ます。以上でございます。 

 

よろしいですか。 

上田議員。 

 

あと、すいません、あと２点ほど増額になった部分でちょっ

とお聞きしたいので、伺います。 

 

どうぞ。 

 

４０ページになります。８款、款８の消防費 需用費の中で

消防防災一般事業備品購入費が８４１万９千円と増えている

んですけど、この理由について伺います。 

 

松井課長。 

 

こちらにつきましては、令和７年度国の方の補正予算が  

１２月に可決されました。それを受けて、各市町整備をするも

のです。今年度に予算計上を行いまして、後程あの繰り越しの

方でも先程説明したんですが、実際の事業については、令和  

８年度において整備を行うものと、こととしております。 

 

上田議員。 

 

この中で備品購入費となっているんですけども、どういった

ものを購入される予定なんでしょうか。 

 

 松井課長。 

 

 避難所施設にですね、必要な物資でございます。少し具体例

を申し上げますと、例えば自動ラップ式トイレ、これを現時点

の予定では１０個、１０台買う予定です。それからポータブル
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議 長 

 

上 田 議 員 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

松 井 企 画 

総 務 課 長 

 

 

 

議 長 

 

 

上 田 議 員 

 

 

議 長 

 

松 井 企 画 

総 務 課 長 

電源５セット、それから簡易ベッドですね、こちらが６０台、

それからテント型のパーテーション、これはセキュリティ等の

ことも考えて数人で、家族でも入れる、数人でも入れる、一人

でも入れる、そういったテントをこちらの方をですね６０個、

こういったものを揃えていくというようなこととしておりま

す。 

 

 上田議員。 

 

 まあ防災設備について、十分な設備が整えられるということ

で安心はいたしました。 

 続いて質問なんですけれども、４２ページになります。８款

の款８の消防費なんですけれども、その中で、一般備品の中で、

岩国地区消防組合負担金４,０５５万４千円の増額となってお

りますけれども、その増額理由について伺います。  

 

 松井課長。 

 

 こちらのポンプ車でございますが、まず東出張所に配備する

車両でございます。契約の方は令和６年６月に行っておりまし

て、２年半をかけてですね、車を整備してきたものです。今年

に入りまして、やっと納車ということでございます。 

 

 いいですか。 

 上田議員。 

 

 納車で終わるということなんで、この負担金については今年

度で終わるという形でよろしいんでしょうか。 

 

 松井課長。 

 

 負担金につきましては、今年度で一旦消防組合への支払いは

終わるんですが、これ先程、起債もしておりますので、今後   
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上 田 議 員 

 

議 長 

 

上 田 議 員 

 

 

 

議 長 

 

松 井 企 画 
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議 長 

 

 

嘉 屋 議 員 

 

 

 

 

 

 

 

６年間かけてその償還はしていくということになります。 

 

 多少の負担は、あると思うんですけど、 

 

 ちょっと待って、上田議員 

 

 大きな負担はもうないっていうことですよね、当座は。 

 

 ちょっともう一度質問してください。 

 

 ポンプ車の購入が終わったということで、大きな負担額って

いうのはもうないってこと。終わった、今年度で終わりという

形ですね。 

 

 松井課長。 

 

 車両については一旦整備をされたものといふうに思ってお

りますが、今後どのようなものがあるかっていうのはまた消防

組合、それから和木町の議員さんも入られてるかなと思うんで

すが、消防組合の議会の方でもですね、いろいろな検討がなさ

れていくものというふうに考えております。 

 

他に質疑はございませんか。 

 嘉屋議員どうぞ。 

 

 まずは関連質問から始めます。今、４２ページ 岩国地区消

防組合負担金、これは今までは令和５年度、６年度で石油備蓄

の方から積立金ということで泡消火器買わさせていただきま

した。それを以て７年度で一応、一旦この積み立てを終わった

んですけど、こういったポンプ車等大きなお金が動くときに

は、先に積み立てっていう形で石油備蓄の方を貯めていくこと

はできないのでしょうか。 
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議 長 

 

 

嘉 屋 議 員 

 

 

 

 

議 長 

 

渡 邊 保 健 

福 祉 課 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

嘉 屋 議 員 

 

 

 松井課長。 

 

 今、議員さんおっしゃられた泡消火の搬送車ですね、こちら

の方はおっしゃられる通り石油備蓄で岩国市、それから和木町

で積み立てを行って購入をしております。石油備蓄交付金もで

すね、もう限度額もございます。すべてをそちらにもっていく

こともできませんし、和木町においてはテニスコートの整備を

行うという事で、そちらの方の基金積立もございました。そう

いった意味でこのポンプ車の方は起債で行うという事として

おります。 

 

 いいですか。 

 嘉屋議員。 

 

 はい、わかりました。それでは次の質問に入ります。 

 ページ数で言うと３２ページです。下から５つ目に敬老金 

これが１０５万９千円、これ減額なっとります。これは対象者

がというかそれの明細を教えてください。 

 

 渡邊保健福祉課長。 

 

 はい、お答えします。 

 対象者は７５歳から７９歳の方で、また金額が変わりまして

年額２万４千円です。８０歳以上の方は、年額３万６千円以上

になりまして、１年以上居住のある方で、年度内の転入は不支

給にはなりますけれども、予算の時には少し余裕を見て計上を

しておりました。 

 

 嘉屋議員。 

 

 すいません、今の詳細ちょっと分かり難かったんでもう一度

お願いできますか。 
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議 長 

 

鳥 枝 

教育委員会

事 務 局 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

嘉 屋 議 員 

 

 はい、渡邊課長。 

 

 はい、申し訳ありません。金額に対しては年齢によって変わ

りまして、７５歳から７９歳は年額が２万４千円です。で、  

８０歳以上は年額３万６千円以上となります。先程申し遅れま

したけれ、申しそびれましたが予算時点では１，０３３人を 

見込んでおり、２月末９６３人という実績ですので、この辺り

を見込んでの減額になっております。 

 

 よろしいですか。嘉屋議員どうぞ。どうぞ。 

 

 続いてあと４件ほどご質問さしていただきます。 

 まず１件目、３４ページになります。下の部分で認定こども

園の報酬、これ１千万円減額されています。これで本当に  

ちゃんとした運営ができたのか、また職員に無理がなかったの

か、その辺をお聞きします。 

 

 鳥枝教育委員会事務局長。 

 

 はい。今回の補正減でございますが、これ不用額を減額する

ものでございます。それで主なものといたしましては、加配の

保育教諭、当初ですね、８名見込んでおったんですが、実績は

５名で３名減となりました。 

 それから採用予定していた臨時職員の確保が困難であった

こと。それから正規職員、臨時職員等の有給休暇取得につきま

して、これを取得した場合の代替職員、これが減少したことに

より１千万円の減額となっております。特に運営上は問題はご

ざいませんでした。 

 

 嘉屋議員。 

 

 はい、今働き方改革とかですね、色々いわれてます。それで

例えば、いるからそんだけのものを予算を組んでて、いいです
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嘉 屋 議 員 

 

 

 

 

議 長 

 

上 村 住 民 

サ ー ビ ス 

課 長 

 

 

 

 

 

 

 

か、人間、人がですね、人件費３人とか、臨時職員が何人とか、

色々やって、初めてそれで成り立つというふうに計画されてる

と思うんですけど、実際にそれが来なかった、人が足りなかっ

た、これで本当に皆さんの運営って言っちゃいけないけど、職

務がですね、ハードになったり、いやあこれきつかった、とい

うことはなかった訳でしょうか。 

 

 鳥枝局長。 

 

 その、まあ当初多めにですね、採用予定で予算を挙げてます。

現状からすれば、なんとかローテーションを組んでですね、無

理のないような形で運用しとりますので、ご理解いただけたら

と思います。 

 

 嘉屋議員。 

 

 はい分かりました。じゃあ次の質問させていただきます。  

 次の質問は３８ページになります。一般廃棄物リサイクル料

委託料これが２００万円の減額となっております。詳細の方、

教えてください。 

 

 上村課長。 

 

 はい、お答えいたします。 

 一般廃棄物リサイクル委託料ですが、これは搬入量の減少に

よるものが主なものでございます。 

具体的に申しますと、まず粗大ごみとか、金属不燃ごみの中

に含まれている硬質プラ、硬質プラをですね、固形燃料に山陰

の方でしてもらうんですけど、そちらの方が大きく減少しまし

た。当初見ておったのが、１５０トンみておりましたが、それ

が１１０トンになっております。それからもう１つプラマーク

類、これは岩国市のリサイクルプラザに搬入して、最終的には

ペレットになるんですけど、こちらの方は８５トン当初みて 
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議 長 

 

片 山 都 市 

建 設 課 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

おりましたが、最終的には７１トンの見込みでございます。以

上です。 

 

 嘉屋議員どうぞ。 

 

 これっていうのは、人口減で例えばそういったごみの、ごみ

と言っちゃいけないんですけど、リサイクル用のものが減った

というように考えていいんですか。 

 

 上村課長。 

 

 はい、主な原因は人口減少によるごみの量が減ったと思って

おります。 

 

 

 嘉屋議員どうぞ。 

 

 次の質問です。 

 同じく３８ページ、一番下にあります道路改良工事、これ 

５４０万減額になっております。この理由の方、教えてくださ

い。 

 

 片山都市建設課長。 

 

 はい、お答えします。減額の主な理由としては、入札による

落札差額の減額、また工事実施時に工事内容の精査による減額

があります。それから予算編成時にはなるんですけど、人件費、

資材費の高騰、それからその人件費、資材費の高騰に伴う経費

の増加分を補助事業ということで、多めに見込んでいるという

ことが、この金額の補正額になっております。 

 

 嘉屋議員どうぞ。 
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議 長 

 

嘉 屋 議 員 

 

 

 

議 長 

 はい、分かりました。それでは最後の質問をさせていただき

ます。５ページに戻ってください。５ページの７番目、８番目、

土木費と消防費、これを繰越明許になっています。各理由を教

えてください。 

 

 片山課長。 

 

 はい、７番目、土木費、住宅費の繰越明許についてご説明い

たします。 

 この繰越明許についてですが、令和６年度に緑ヶ丘団地第 

１棟用地において、敷地の一部を宅地として造成した箇所につ

いて用地測量、境界確認等を行うための業務を発注しておりま

す。この業務において、境界の確認を行う作業を進めておりま

すが、隣地所有者が国及び山口県となっており、その境界確認

の手続きに、ちょっと時間を要しているため、繰り越すもので

ございます。 

 

 松井課長。 

 

 消防費につきましては、これ避難所環境改善事業ということ

で、先程同僚議員さんのとこでもちょっと触れたんですが、こ

れ令和７年度に予算を組んで、令和８年度に実施する事業とい

うことでございます。これもう全国同じやり方でいくことと 

なっておりますので、繰り越しをさしていただきたいというも

のでございます。 

 

 はい、嘉屋議員。 

 

 はい、理由の方わかりました。しかしながら消防費の方、こ

れはどういったことを行うのか、ちょっと、ある程度わかれば

計画性を教えてください。 

 

 松井課長。 
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議 長 

 

松 井 企 画 

総 務 課 長 

 

 

 これは避難所の環境改善事業といたしまして、先程、トイレ

整備とかテントの整備、ポータブル電源の整備、そういった 

ものを行うものでございます。 

 

 嘉屋議員。 

 

 先程言われたのは、備品費の方で５００万ちょっとだとおも

うんですけど、値段的に。こっちは８００万上がってますよね、

これ値段が違うんですがいかがでしょう。 

 あっそうか、ごめんなさい、すいません、勘違いだ。ひいと

ったから。失礼しました。 

 

 いいですか。 

 

 はい、ＯＫです。 

 

 他に質疑はございませんか。 

 明本議員。 

 

 ４２ページをお願いします。先程ありました岩国地区消防組

合負担金、東出張所のポンプ車の購入ですが、これ令和６年度

から決まっておられたと聞いておりますが、令和７年になって

途中で予算計上するのは、なぜなんでしょうか。 

 それから地方債ですが、４，１１０万円ほど挙がっておりま

す。額が多少違いますが、この差はなんでしょうか教えてくだ

さい。 

 

 松井課長。 

 

 まず今回の補正になった経緯でございますが、当初、岩国地

区消防組合の方で一括して購入するということでですね、話を

進めておりました。ただ、話をする中で、今年度ですね、もう
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議 長 

 

明 本 議 員 

 

 

議 長 

 

松 井 企 画 

総 務 課 長 

 

 

 

 

一度協議をしたところ、地方交付税との関係もございまして、

それぞれにですね、負担割合に応じた起債をして、購入しよう

ということになりました。 

 それから４，１１０万円でございますが、 

 

 暫時休憩します。 

 

 

休 憩    ９時 ５９分 

 

    再 開   １０時 ０１分 

  

 

 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

 松井課長どうぞ。 

 

 ４，１１０万円の根拠でございますが、こちらの方は起債の

対象額が、上限が４,１１０万円ということになってございます

ので、その額を上限まで借り入れるというものでございます。 

 

 明本議員。 

 

 対象額と言われましたが、この４，０５５万４千円以外、何

か他の対象があるんでしょうか。 

 

 松井課長。 

 

 実際の車両価格でございますが、全体で、和木町の負担、全

体額といたしましては、５，８００万程度です。和木町の負担

金でございますが、４，６９７万４千円というふうになってお

ります。対象経費が４，１１２万６千円、対象外が５８４万８

千円このようになっております。起債の方は１０万円単位でご

ざいますので４，１１０万円の起債を起こすというふうな、な
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議 長 

 

松 井 企 画 
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議 長 

 

明 本 議 員 

 

議 長 

 

 

灰 岡 議 員 

 

 

 

 

っております。 

 

 明本議員。 

 

実際の消防ポンプ車の値段は４，６９７万ということで、こ

の負担金が下がったのには負担金減額分が約６００万ぐらい

あるということなんですか。 

 

 答えますか。もう一度聞きましょうか。 

 

 松井課長どうぞ。 

 

 お答えになるかどうか。 

 まず先程申し上げたとおり、和木町負担額は４，６９７万 

４千円、それから起債対象は４，１１２万６千円の内の   

４，１１０万円、それから対象外の経費が５８４万８千円と 

なっております。 

 なお、この負担金の項目でございますが、そもそも岩国地区

消防組合の全体の負担金もございますので、そちらで不足する

額を補正予算として、計上するものでございます。 

 

 明本議員。 

 

 はい、わかりました。ありがとうございました。 

  

 他に質疑はございませんか。 

 灰岡裕美議員。 

 

 歳入について伺いたいと思います。 

 １４ページ １４款 使用料及び手数料の１項 使用料 

蜂ケ峯公園有料施設使用料なんですが、今回５００万円の減額

になっております。大変大きい減額と、大きい金額と思います

が、当初の予算作成時の見込みと何がどう違ってこの時期に 
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議 長 

 

片 山 都 市 

建 設 課 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

上 田 議 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

片 山 都 市 

建 設 設 長 

 

 

 

５００万円の減額になったのか伺いたいと思います。  

 

 片山課長。 

 

 はい、当初の見込み額ですけど、２，１００万円でございま

す。減額の理由についてですけど、週末、祝日、祝祭日を含め

た週末の悪天候、また夏、秋における猛暑の長期化による有料

施設の減少による減額が大きいものと考えております。  

 また近隣における、大型遊具施設を備えた公園の施設整備に

より、来園者が分散したっていうことが、考えられております。

以上です。 

 

 よろしいですか。はい。 

 他に質疑はございませんか。 

 上田丈二議員。 

 

 すいません、もう１点増額があったんでちょっとお聞きした

いんですけども、３８ページ 款７の土木費なんですけれど

も、県営、県営事業負担金、この中で急傾斜地崩壊対策事業負

担金、これが１９７万２千円の増額になっているんですけれど

も、和木町の中では住宅地に対する急傾斜の形というのはもう

済んでいるんですけれども、この負担金が増えたっていうの

は、県の中で災害による対策で急傾斜地に対する事業が増え

た。それによってこの負担金が増えた、ということで理解して

よろしいんでしょうか。 

 

 片山課長。 

 

 はい、県営事業のこの負担金についてでございますが、令和

６年度においてもありましたが、場所としては瀬田大黒地区と

個人名申し上げるんですが、明本議員の宅の裏の辺りにはなる

んですけど、昨年度上がってます。本年度のこの予算について

は、本当に今度は明本議員の宅の裏の部分についての工事の金
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議 長 

 

嘉 屋 議 員 

 

議 長 

 

嘉 屋 議 員 

 

 

 

議 長 

 

片 山 都 市 

建 設 課 長 

 

 

 

 

議 長 

 

嘉 屋 議 員 

 

 

 

 

 

議 長 

 

片 山 都 市 

建 設 課 長 

 

額が上がっております。以上です。 

 

 よろしいですか。 

 

 関連質問いいですか。 

 

 嘉屋議員どうぞ。 

 

 関連質問行います。今この補正であげなきゃいけないものな

んですか。それともこれはちゃんとした予算を組んでやるべき

なもんでしょうか。いかがでしょう。 

 

 片山課長。 

 

 工事自体は見込まれておったんですけど、事業自体は山口県

が実施するため、見込み額っていうのがちょっと出しにくいと

こがあり、支払いとしては年度末に請求書が上がってきますん

で、それを見越しての今回３月の補正とさしていただいてま

す。 

 

 はい、嘉屋議員。 

 

 ちょっと今の意味がわからなかったんですけど、今ここの補

正３月の定例会での補正、でまた来年度この８年度の補正上が

るんだけど、予算上がるんだけど、もう何日しか変わらないわ

けですよね、それをなぜこっち側に補正の方にもってきたのか

予算の方に上げなかったのかそれを聞きたいんですけど。  

 

 片山課長。 

 

 はい、今年度で上げる理由についてなんですけど、山口県の

方が今年度事業として予算を執行される予定になっています

んで、それについての請求ということになっています。それの
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議 長 

 

 

 

明 本 議 員 

 

 

 

 

 

議 長 

 

上 村 住 民 

サ ー ビ ス 

課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額を補正さしていただいています。 

 

 はい、ご理解いただけましたか。はい。 

 他に質疑はございませんか。 

 明本議員どうぞ。 

 

 ３４ページお願いします。児童手当給付事業ですが、児童手

当が３，２１９万円程減額になっております。令和６年１０月

に法改正があったと聞いておりますが、この当初予算の見積も

りと比較して３，２００万減っているのはなぜでしょうか教え

てください。 

 

 上村住民サービス課長。 

 

 はい、お答えいたします。今、明本議員おっしゃいましたよ

うにですね、令和６年１０月に大幅な制度改正がございまし

た。令和７年度の予算組をする段階でですね、ちょっと見込み

額が確定しなかったということで多めに予算を組んでおった

ことが原因でございます。 

 その主な、主な差額が出た原因としてはですね、１つは  

第３子以降が１５，０００円から３０，０００円に変わったん

ですが、その第３子の算定の仕方、捉え方がですね、第１子を

それまでは高校生までを第１子と捉えていたんですが、それが

大学生までを第１子と捉えるということになりましたので、大

学生は和木町に住民票がありませんのでその分の把握がちょ

っと困難であったということで多めに組んでおることが一番

大きな原因でございます。もう１つは、これまでは中学生年代

までが支給対象でしたが、それが今度は高校生までに変わって

おります。その高校生の中でもですね、公務員については所属

長から支給されるということで、公務員の数もちょっと把握で

きなかったということで多めに組んでいたことが原因となっ

ております。 
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議 長 

 

 

 

明 本 議 員 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

池 田 

税 務 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 よろしいですか。 

 他に質疑はございませんか。 

 明本議員。 

 

 はい、歳入をお伺いします。町民税、法人税ですが、    

２，６３６万３千円の増となっております。当初予算額   

５，００３万９千円ですが、約５０％以上の増となっておりま

す。大きい会社が増額があったんでしょうか。それとも小さい

会社の積み重ねでしょうか。当初の見込みとの差額、内容を教

えてください。 

 

 池田課長どうぞ。 

 

 はい、お答えします。 

 法人税なんですけど、まず原因なんですけど、円安による歳

出金額の利益拡大や物価上昇による利益の増大、増加となって

おります。 

 当初予算を組むときに事業所が１２９事業所ありました。

で、所得割の増加がですね、４８事業所ありました。ですから

１つの事業所が莫大ぱって上がったというふうにはなってお

りません。 

 

 いいですか。 

 他に質疑はございませんか。 

 

  （「なし」の声あり。） 

 

質疑がないようですので、本案に対する質疑を終結します。 

 

 

 ここで暫時休憩いたします。 

 

休 憩   １０時 １３分 
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

渡 邊 保 健 

福 祉 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    再 開   １０時 ２５分 

  

 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

  

 

日程第７ 議案第３号 令和７年度和木町国民健康保険 

特別会計補正予算（第４号） 

これを議題とします。執行の説明を求めます。 

渡邊保健福祉課長。 

 

議案第３号 令和７年度和木町国民健康保険特別会計補正

予算（第４号）についてご説明いたします。 

本議案は、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞ

れ４２３万４千円を減額し、予算の総額を７億２６８万７千円

とするものでございます。 

今回の補正は、決算見込みによるものが主な内容となってお

ります。 

２ページの歳出からご説明いたします。詳細は１１ページか

らとなります。 

 款１ 総務費は、決算見込みによる職員手当等の減額と、国

からの仕様の提供が遅れ、一部翌年度予算で実施となったシス

テム改修委託料を合わせて、総務管理費を２４３万４千円減額

するものです。 

款６ 諸支出金は、償還金について２月診療分差額以外の返

還金が少額となる見込みのため、１８０万円減額するもので

す。 

続きまして１ページの歳入についてご説明いたします。詳細

は７ページからとなります。 

款２ 国庫支出金は、システム改修委託料の減額にあわせ、

国庫補助金を１６３万４千円減額するものです。 

款３ 県支出金は、県の提示額の変更により５４４万４千円

減額するものです。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

渡 邊 保 健 

福 祉 課 長 

 

 

 

 

 

 

款５ 繰入金は、他会計繰入金を１２９万１千円減額し、基

金繰入金は今回補正の歳入歳出を調整いたしまして、財政調整

基金繰入金を５９３万５千円増額するものです。この補正によ

り、令和７年度末の基金残高は５,６０２万７千円になります。 

款７ 諸収入は、雑入を歳出の償還金と同額補正し、１８０

万円減額するものです。 

 以上で、議案第３号の説明を終わります。 

 

 本案に対する質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」の声あり。） 

 

質疑がないようですので、本案に対する質疑を終結します。 

 

 

日程第８ 議案第４号 令和７年度和木町介護保険特別会

計補正予算（第３号） 

日程第９ 議案第５号 令和７年度和木町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第２号） 

以上、２議案についてこれを議題とします。 

議事進行上、一括して執行の説明を求めます。 

 

渡邊保健福祉課長。 

 

議案第４号及び議案第５号を一括してご説明いたします。  

議案第４号 令和８年度、失礼しました。令和７年度和木町

介護保険特別会計補正予算（第３号）についてご説明いたしま

す。 

本議案は、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞ

れ３２４万１千円を減額し、予算の総額を５億４，３２３万 

６千円とするものでございます。今回の補正は、決算見込みに

よるものが主なものでございます。 
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２ページ、保険事業勘定の歳出からご説明いたします。詳細

は１３ページからとなります。 

款２ 保険給付費は、介護給付費が介護報酬の増額改定や要

介護認定の方の高年齢化等の要因により、予算を超える見込み

となったため１，３１５万円を、また審査支払手数料を２万 

１千円、高額医療合算介護サービス費を１２４万８千円、それ

ぞれ増額するものです。 

款３ 地域支援事業費は、要支援認定の方が利用する介護予

防・生活支援サービス事業費を３０万円、包括的支援事業費で

は職員給与費を１４万円、包括的支援事業では応募が無かった

会計年度任用職員に係る予算が主な要因で３９５万２千円、そ

れぞれ減額するものです。 

款４ 基金積立金は、今回の補正の歳入歳出を調整いたしま

して、１，３００万８千円を減額するものです。この補正によ

り、令和７年度末の介護給付費準備基金の残高は、１億   

２，４６２万１千円となります。 

続きまして、１ページの歳入についてご説明いたします。詳

細は９ページからとなります。 

款２ 国庫支出金、国庫補助金の調整交付金は、介護保険の

財源構成のうち国庫負担分２５％中の５％相当分について、市

町村ごとの介護保険財政負担を調整するため、国が毎年度割合

を変更するもので、今回交付決定額により４５３万５千円減額

するものです。 

款３ 支払基金交付金、款４ 県支出金においても、交付決

定額により補正をするものです。 

款５ 繰入金、一般会計繰入金では歳出の介護給付費の増額

により、町負担分を１８０万２千円増額し、その他一般会計繰

入金は職員給与費の減額と、款８雑入により７０万円を減額す

るものです。 

款８ 諸収入は、サービス事業費の増加により、職員給与費

負担金として雑入を３０万円増額するものです。 

続きまして、３ページ、サービス事業勘定の歳入からご説明

いたします。詳細は２４ページです。 
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議 長 

 

 

 

 

款１ サービス収入は、要支援認定の方への介護予防サービ

ス計画担当件数の増加により、計画費収入を３０万円増額する

ものです。これに伴い、２６ページの歳出 款１ サービス事

業費を、保険事業勘定の諸収入に入れる職員給与費負担金とし

て３０万円増額するものでございます。 

以上で、議案第４号の説明を終わります。 

続きまして、議案第５号 令和７年度和木町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第２号）について、ご説明いたします。  

本議案は、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞ

れ１５３万４千円を減額し、予算の総額を１億１，９６８万９

千円とするものでございます。 

今回の補正は、決算見込みによるものが主なものでございま

す。 

 それでは２ページの歳出からご説明いたします。詳細は９ペ

ージからとなります。 

款１ 総務費は、システム改修委託料の２３４万円を減額す

るものでございます。これは国からの情報提供が遅れ、予算編

成時点の見積もり額が多額になったことが要因でございます。 

款２ 後期高齢医療広域連合納付金は、広域連合の提示額およ

び決算見込みにより３８７万４千円を増額するものでござい

ます。 

続きまして、１ページの歳入についてご説明いたします。 

款１ 後期高齢者医療保険料は、調定額及び決算見込みに伴

い４２８万３千円を増額するものです。 

款２ 繰入金は、決算見込みにより、一般会計繰入金を  

２７４万９千円減額するものです。 

以上で、議案第５号の説明を終わります。 

 

これより議案ごとに質疑を許します。 

議案第４号について質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

上田丈二議員。 
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上 田 議 員 

 

 

 

 

議 長 

 

渡 邊 保 健 

福 祉 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

上 田 議 員 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

渡 邊 保 健 

福 祉 課 長 

 

 

 

１４ページの歳出でお聞きしたいと思います。 

保険給付費の中の介護サービス給付事業 介護給付費これ

が１３１万、あっ１，３１５万円給付費が増えているんです

けれども、この理由について教えていただきたいと思います。 

 

渡邊課長。 

 

予算につきましては、前年、前々年度の実績ベースで計上し

ておりましたが、実績が上回りました。その内容として、ま

あ要因になりますけど、介護報酬の増額改定がございました

のでその内容の中では介護職員の処遇改善加算、また物価高

騰に対応するために介護報酬の増額改定が行われておりまし

たことと、また要介護認定を受けられる方の中でも高年齢層

の方が増えておりますので、その分サービスをたくさん使わ

れたものと分析しております。 

 

上田議員。 

 

わかりました。介護報酬が増えたっていうこととサービスも

増えたっていうことで理解していいんですかね。 

続いてなんですけれども、ページ数１６ページになります。

高齢者 ２款の５項ですね、高齢者医療合算介護サービス費、

この中の高額医療合算介護サービス費これも１２０万８千円

増えているんですけれども、この増えている理由について伺

います。 

 

渡邊課長。 

 

こちらの費目は、世帯の医療保険と介護保険の１年間、期間

としては前年８月から今年度の７月までの自己負担額の合算

額が高額な場合に、自己負担を軽減するために支払う制度と

なっております。各所得区分の限度額を超えた場合の支給と

なります。 
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議 長 

 

上 田 議 員 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

渡 邊 保 健 

福 祉 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

上 田 議 員 

 

対象者の方は国保連合会で抽出して、町に示されるのが秋以

降になりますが、そこから申請書を対象の方にお送りして、

年度内に申請に来られる場合が多いんではありますけれど

も、申請が遅れると翌年度に申請をされることがあり、今年

度も前年度の対象の方が今年度の費用で前半にかなり支給を

しました。その分今年度に予定していた予算を先に使ってし

まっているところもあり、今年度の対象者の方の費用のもの

をまた更に上乗せして計上しているということになります。  

 

上田議員。 

 

まあ前年度の対象者の方の合算費用が増えたのでそれに計

上したということですね、はい、わかりました。 

あと２点ほどちょっと伺いたいんですけれども、ページ数 

１８になります。会計年度職員の報酬が、２４０万９千円の

減額となっているんですけれども、この減額理由について伺

います。 

 

渡邊課長。 

 

地域包括支援センターの方で採用したい会計年度任用職員

の方は資格を要するものが、資格が条件になります。その資

格としては、介護支援専門員、いわゆるケアマネージャー、

または社会福祉士、保健師というもので募集をしておりまし

たけれども、現在、有資格者を採用すること、非常に難しく、

他の市町、あるいは事業所においても取り合いになっている

ところがありまして、採用ができなかった、応募がなかった

ということが原因でございます。 

 

上田議員。 

 

応募したけれども応募がなかったということで理解いたし

ました。ですが包括支援センターすごく大事なところだと思
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議 長 

 

 

 

上 田 議 員 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

上 田 議 員 

 

 

 

いますので、人手が足りないと大変なことになると思います。

引き続いて募集の方よろしくお願いいたします。 

もう１点なんですけれども、ページ数が２０ページ、２０ 

ページになります。介護給付費準備基金積立金、これが  

１，３００万の減額になっているんですけれども、まあ補正

額で減額になったんで積立額が、取り崩しが少なくなったと

いうことで理解するんですけれども、この基金の残額はいく

らあるのか、ちょっと教えていただきたいんですけれども。 

 

はい、渡邊課長。 

 

基金については、令和６年度の残高が１億１，１８０万４千

円で、今回の補正額を補正しました１，２８０万７千円を加

えますと、７年度の残高は、１億２，４６２万１千円となり

ます。 

 

よろしいですか。はい。 

他に質疑はございませんか。 

質疑がない、えっ 上田議員。 

 

はい、すいません。続いて５号の方で質問してもよろしいで

しょうか。 

 

ちょっとまだ５号はまだ。すいません。 

質疑がないようですので、本案に対する質疑を終結します。 

 

議案第５号について質疑を許します。 

上田議員どうぞ。 

 

すいません。ページ数が１０ページになるんですけれども、

歳出の２款で後期高齢者医療広域連合納付金なんですけれど

も、この中で後期高齢者医療保険料負担金これが４２８万３

千円の増額になっているんですけども、この医療保険の負担
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渡 邊 保 健 

福 祉 課 長 

 

 

 

議 長 

 

上 田 議 員 

 

 

 

 

議 長 

 

渡 邊 保 健 

福 祉 課 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

金が増額した理由について教えていただきたいと思うんです

けども。 

 

渡邊課長。 

 

お答えします。後期高齢者医療保険料の負担金、広域連合の

方に提出するものでございますが、広域連合の方から提示額

がございます。その変更と町の調定額と見込額に補正をして

いるということでございます。 

 

上田議員。 

 

広域連合に納付する負担金が増えたっていうことなんです

けども、その理由については和木町の中の後期高齢者の方の

医療費の増額とかそういったニーズの増とかそういったもの

が影響するんでしょうか。 

 

渡邊課長。 

 

はい、おっしゃられましたとおり医療の増額等見込んで、広

域連合の方が県内市町に割り振ってきますので、その金額の

増額ということでございます。 

 

いいですか、はい。 

他に質疑はございませんか。 

 

（「なし」の声あり。） 

 

質疑がないようですので、本案に対する質疑を終結します。 

 

 

日程第１０ 議案第６号 令和７年度和木町簡易水道事業

会計補正予算（第３号） 
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日程第１１ 議案第７号 令和７年度和木町公共下水道 

事業会計補正予算（第４号） 

以上、２議案についてこれを議題とします。 

議事進行上一括して執行の説明を求めます。 

片山都市建設課長。 

 

はい、それでは、議案第６号 及び 議案第７号を一括してご

説明いたします。 

まず、議案第６号、令和７年度 和木町簡易水道事業会計 

補正予算（第３号）についてご説明いたします。 

補正予算の１ページをご覧ください。 

第２条におきまして、令和７年度 和木町簡易水道事業会計

予算 第３条に定めた収益的支出の予算額について補正する

ものでございます。 

補正予算の概要といたしまして、第２款 簡易水道事業費用 

第２項 営業外費用を３００万円増額して１億１ ,７８０万７

千円とするものでございます。 

 続きまして、補正予算に関する説明書の１ページをご覧くだ

さい。概要の内訳を説明いたします。営業外費用 岩国市和木

地区水道料金の３００万円の増額ですが、和木地区水道料金を 

岩国市水道局へ支払うもので、当初見込んでいた使用水量が増

えたことから増額するものです。 

このほか、補正予算に関する説明書２ページ以降に、予定貸

借対照表などの説明資料を添付しておりますが、説明は省略さ

せていただきます。 

以上が、簡易水道事業会計補正予算の説明となります。  

次に、議案第７号、令和７年度 和木町公共下水道事業会計 

補正予算（第４号）についてご説明いたします。 

補正予算の１ページをご覧ください。 

第２条におきまして、令和７年度 和木町公共下水道事業会

計予算 第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額につい

て補正するものでございます。 

補正予算の概要といたしまして、第１款 下水道事業収益 
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議 長 

 

 

 

 

 

嘉 屋 議 員 

 

 

 

議 長 

第１項 営業収益を４０万円減額して２億５,５７６万１千円

とし、第２款 下水道事業費用 第１項 営業費用を１１４万

６千円増額して２億６,６０９万４千円とするものでございま

す。 

続きまして、補正予算に関する説明書の１ページをご覧くだ

さい。概要の内訳といたしまして、支出からご説明いたします。 

営業費用 管きょ費の４０万円の減額ですが、１２月に増額

補正しました 広島県が大竹市で実施する道路改良工事に伴

い、支障となる本町所有の未使用下水道管の撤去に要する費用

で、広島県が実施する入札が不調となり、年度内の実施が困難

となったため、減額するものでございます。 

営業費用 減価償却費の１５４万６千円の増額ですが、令和

６年度決算により精査されたものでございます。 

続きまして、収入についてご説明いたします。 

営業収益 雨水処理負担金の減額ですが、先ほど支出で説明

した 営業費用 管きょ費の財源として一般会計からの負担

金４０万円を減額するものでございます。 

このほか、補正予算に関する説明書２ページ以降に、予定貸

借対照表などの説明資料を添付しておりますが、説明は省略さ

せていただきます。 

以上で、議案第６号 及び 議案第７号の説明を終わります。 

 

 これより議案ごとに質疑を許します。 

議案第６号について質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

嘉屋富公議員。 

マイクを入れてください。 

 

失礼しました。 

はい、議案第６号 和木町の水道料金これ３００万上がって

ます。もう少し具体的に理由の方を教えてください。  

 

片山課長。 
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片 山 都 市 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

上 田 議 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

片 山 都 市 

建 設 課 長 

 

３００万円の増額の理由についてなんですけど、令和７年度

予算は、令和５年度、及び令和６年度の使用水量から試算し

ておりますが、令和５年度に料金改定があり、使用水量の減

少幅を少し多めに試算したことによるものと考えておりま

す。 

 

理解いただきましたか、はい。 

他に質疑はありませんか。 

 

（「なし」の声あり。） 

 

質疑が。いいですか。 

質疑がないようですので、本案に対する質疑を終結します。 

 

議案第７号について質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

上田丈二議員。 

 

はい、すいません。１ページ目の収益的収入、及び支出のと

ころでお聞きしたいんですけれども、その中で減価償却費、

これが１５４万６千円の増額になっているんですけど、先程

説明の中で、令和６年度予算の決算によって決まったという

ことなんですけれども、減価償却ってだいたいほとんどこう

上限ってある程度決まってると思うんですけども、この額っ

ていうのはその決算額である程度のその増減っていうものは

補正で出てくるものなんですかね、１００万単位とかそう 

いった形で。 

 

片山課長。 

 

はい、減価償却費についてなんですけど、令和６年度の事業

を実施することで増えた減価償却費を、が決算で確定したもの
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上 田 議 員 

 

 

議 長 

 

上 田 議 員 

 

 

 

議 長 

 

片 山 都 市 

建 設 課 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

を計上したものになります。これについては現金の移動を伴う

ものではございませんので、という費用になっております。  

 

最後のところが聞こえなかったのですが、何によるものでは

ないっていうことですか。 

 

もう一度質問してください。上田議員。 

 

すいません。決算の形によってその中で決まるっていうこと

で、最後の方でちょっと聞こえなかったです、何とかによる

ものではないという形。 

 

まあもう一度説明いただければ。はい。 

 

すいません。もう一度ご説明させていただきます。  

減価償却費、この補正額についてなんですけど、令和６年度

の事業により、の結果、決算によって減価償却額が決まりま

す。その増えた分がこの度の１５４万の増額っていうことで

示しています。これについては現金の移動を伴うものではあ

りませんということでよろしくお願いします。 

 

よろしいですか。はい。 

他に質疑はありませんか。 

 

（「なし」の声あり。） 

 

質疑がないようですので、本案に対する質疑を終結します。 

 

 

日程第１２ 議案第８号 和木町国民健康保険条例の一部

を改正する条例 

これを議題とします。執行の説明を求めます。 

渡邊保健福祉課長。 
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議 長 

 

 

 

上 田 議 員 

 

議案第８号 和木町国民健康保険条例の一部を改正する条

例について、ご説明いたします。 

本議案は、国民かい保険、失礼しました、国民健康保険法施

行令の一部改正に伴うもので、子ども・子育て納付金に要す

る費用に充てるため、保険料の賦課基準に係る規定等につい

て所要の改正を行うもの、また賦課限度額を引き上げるとと

もに、保険料の軽減措置について、５割軽減及び２割軽減の

対象世帯に係る所得判定基準の変更が主なものです。  

新旧対照表を併せてご覧ください。 

今回の改正の内容としましては、まず子ども・子育て支援法

等の一部を改正する法律により、政府が保険者等から徴収す

ることとされた、子ども・子育て納付金に要する費用を、保

険料として徴収するため、新たに子ども・子育て支援納付金

賦課額を新設し、当該賦課額に係る賦課限度額を３万円と設

定するものです。 

次に保険料の基礎賦課額に係る賦課限度額を、６６万円から

６７万円に引き上げるものです。 

また、低所得者に対し、被保険者均等割額及び世帯別平等割

額を軽減する所得判定基準について、５割軽減の基準につき

ましては、被保険者の数に乗ずる金額を３０万５千円から 

３１万円に、２割軽減の基準につきましては、被保険者の数

に乗ずる金額を５６万円から５７万円に引き上げるもので

す。 

なお、この改正の施行日は、令和８年４月１日としておりま

す。 

以上で、議案第８号の説明を終わります。 

 

本案に対する質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

 上田丈二議員。 

 

 あの、すごく長くてこの条例の中身がよくわからないんです
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議 長 

 

 

 

渡 邊 保 健 

福 祉 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

けども、もう少し分かり易く説明をお願いできたら、まあ私の

理解でいうと、この国民健康保険の中の均等割、これを未就学

児までが半額となっていたんですけれども、その差額の保険料

に対して、その差額の保険料を集めるために、新たな税の形を

増やして、その中で賄うって形で、その中でおいて、子育ての

方の中で負担が掛からないような形で、１８歳未満まではその

額に対しては徴収しない、１８歳以上の方から徴収するってい

う形でよろしいんでしょうか。 

 

 もう少し詳しい、あるいは分かり易い説明を求めるっていう

ことでよろしいですか。 

 渡邊課長いいですか。はい、どうぞ渡邊課長。 

 

 新旧対照表が非常に長いものでありましたので、その１つ 

１つについては、今、ご説明しませんでしたけれども、今回の

改正の主なものは、子ども子育て支援金の納付金に関するもの

を国民健康保険の仕組みの中に入れていくというのが主なも

のになります。 

 この仕組みに関しては、先程、上田議員が言われました未就

学児の保険料の負担、軽減分については、新しい子ども子育て

支援納付金の中では関係がありませんで、それはこれまでどお

り継続されます。新たな子ども子育て支援納付金については児

童手当の拡充であるとか、子ども誰でもどこでも通園という新

しい子ども子育て支援策に関するその恒久的な財源を、医療保

険の保険料の徴収の仕組みによって全世代で負担をしていく、

という新しい仕組みでございます。ですので、未就学児の軽減

分であるとか、これまでの国保の軽減策とはまた違うものであ

ります。 

 新旧対照表の中に出てきます１８歳以上均等割というが出

てきますけど、これは未就学児等には関わらず、児童手当等の

拡充策を受けるのが、先程の一般会計の補正の中でも少しあっ

たと思いますけれども、高校生相当まで児童手当が拡充される

であるとかということで、１８歳未満の方が恩恵を受ける施策



令和 8 年第 2 回（3 月）定例会 

 - 48 - 

 

 

 

 

 

議 長 

 

上 田 議 員 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

池 田 

税 務 課 長 

 

 

 

 

 

になります。その１８歳未満の方には、この子ども子育て納付

金の保険料を均等には掛けない、ということで１８歳以上の方

にその分を均等に掛けるというのが、１８歳以上均等割という

ものになります。 

  

 はい、上田議員。 

 

 まあちょっと僕も間違ったとこあったみたいなんですけど、

１８、未就学児帯の５割均等額に対してのものじゃあなくて、

新たな形で子育て支援事業を行う、その中で必要な額を徴収す

るために、新たな形で子育て支援の方たちには負担がかからな

いような形で集める、って形ですね、はいよくわかりました。 

 

 ということでもういいですか、はい。 

 他に質疑はございませんか。 

 

（「なし」の声あり。） 

 

質疑がないようですので、本案に対する質疑を終結します。 

 

 

日程第１３ 議案第９号 和木町住宅建設奨励金条例の一

部を改正する条例 

これを議題とします。執行の説明を求めます。 

池田税務課長。 

 

議案第９号 和木町住宅建設奨励金条例の一部を改正する

条例についてご説明いたします。 

新築された住宅は、地方税法により固定資産税が一定期間、

１２０㎡分に相当する税額が２分の１減額となります。本条例

では、残りの２分の１を奨励金として交付する、和木町独自の

制度となっております。 

それでは、改正点について、新旧対照表でご説明させていた
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だきます。附則の部分ですが、奨励金は、地方税法での減額相

当額を交付することとなっております。この地方税法の減額適

用期限が５年間延長される見込みのため、令和１３年３月３１

日までに改めるものでございます。 

以上で、議案第９号の説明を終わります。 

 

本案に対する質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」の声あり。） 

 

質疑がないようですので、本案に対する質疑を終結します。 

 

 

日程第１４ 議案第１０号 和木町消防団条例の一部を改

正する条例 

これを議題とします。執行の説明を求めます。 

松井企画総務課長。 

 

議案第１０号 和木町消防団条例の一部を改正する条例 

についてご説明申し上げます。 

本議案は、和木町消防団員が火災や災害等に出動した際に、

和木町消防団条例に基づき、町が団員に対して支払う「災害時

の出動報酬」について、現行の報酬額から国が定める基準報酬

額と同額に引き上げるために、必要な改正を行うものでござい

ます。 

それでは主な改正内容についてご説明いたします。  

改正前の条例第１３条では、消防団員の年額報酬及び出動報

酬について規定しており、同条第３項第１号におきまして「水

火災その他の災害 １回につき７，０００円」とあり、「災害

時等の出動報酬」が定められておりました。 

一方で令和３年４月１３日に消防庁より発出されました「非

常勤消防団員の報酬等の基準」において、「出動報酬の額は、
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議 長 

災害に関する出動については、１日当たり８，０００円を標準

とする。」という基準が設けられました。 

これにつきまして県内を調査いたしましたところ、多くの市

町において災害時の出動報酬を８，０００円と定めているいう

ことがわかりました。つきましては本町もこれに倣い、消防団

員の処遇改善、これのため、条例第１３条第３項第１号を改め、

災害時の出動報酬額を現行の７，０００円から８，０００円に

引き上げる改正を行うものでございます。 

なお、この条例の施行日は令和８年４月１日から施行するこ

ととしております。 

以上で議案第１０号の説明を終わります。 

 

本案に対する、質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

  

（「なし」の声あり。） 

 

質疑がないようですので、本案に対する質疑を終結します。 

 

 

 ここで暫時休憩いたします。 

  

 

 

休 憩   １１時 ０５分 

 

    再 開   １１時 １０分 

  

 

 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

 

 

日程第１５ 町長施政方針を議題とします。 
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施政方針の説明を求めます。 

坂本町長。 

 

 それでは、令和８年度の当初予算案をはじめとする諸議案の

ご審議をお願いするに先立ち、私の施政方針と予算案の概要に

ついて、申し述べさせていただきます。  

 昨年１２月に閣議決定された政府の「令和８年度予算編成の

基本方針」によれば、『我が国の経済は、名目ＧＤＰが６００

兆円を超え、賃上げ率も２年連続で５％を上回るなど、デフ

レ・コストカット型経済から、成長型経済に移行する段階まで

来た。足元の景気は、緩やかに回復しているが、賃金の伸びは

物価上昇に追いつかず、食料品を中心とした物価上昇により、

個人消費は力強さを欠いている。また、少子化の、少子化や地

方の衰退といった早急に克服すべき構造的な問題もある。こう

した状況に対し、責任ある積極財政により、安定的な物価上昇

とそれを上回る持続的な賃金上昇が実現する成長型経済への

転換を図る。戦略的な財政出動により官民が力を合わせ危機管

理投資と成長投資とを進めて社会課題を解決し、暮らしの安

全・安心を確保するとともに、雇用と所得を増やし、潜在成長

力を引き上げ「強い経済」を実現していく。』としております。  

また、２月２０日の高市総理の施政方針では、「日本列島を

強く、豊かに」することを掲げ、経済面では「責任ある積極財

政」への転換を主導し、国内投資の促進や２年間の食料品消費

税のゼロ化、さらには１０３万円の壁を１７８万円へ引き上げ

る大胆な減税策などを通じて、デフレ脱却と国民の所得向上を

最優先に実現する方針を打ち出しております。  

 そのような状況の中、和木町の令和７年度の財政状況を申し

上げますと、町税のうち固定資産税の決算見込額は９億  

９，６７１万１千円と見込んでおり、前年度の令和６年度決算

と比較すると２，８８２万５千円の増額、一方、法人町民税は 

７，６４０万１千円で、前年度決算と比較すると、６，３６８

万５千円の減額となる見込みとなっており、町税の総額につき

ましては、決算見込額が１４億８７２万９千円で、前年度決算
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と比較すると、３６４万６千円の減額になるものと見込んでお

ります。  

また、普通交付税と臨時財政対策債を合算した決算見込額

は、９億１，０７８万円となり、前年度と比較すると    

５，５３５万円の減額となる見込みです。  

このような歳入見通しの中、歳出面では人件費の上昇や物価

高に加え、社会保障関係経費の増加、公共施設やインフラの老

朽化による改築・修繕が大きく財政を圧迫してきているため、

令和７年度は７，５８７万円７千円を財政調整基金から取り崩

さざるを得ない厳しい財政運営を余儀なくされております。  

それでは、令和８年度和木町当初予算案について、具体的に

説明をしてまいります。  

最初に、令和８年度予算案の規模でございますが、一般会計

は、４５億８，７９１ 万１千円となっており、令和７年度当

初予算と比較して、８，８１９万４千円、２．０％の増額とな

っております。 

また、特別会計を含めた予算額では、５９億３，０９６万   

４千円となっており、令和７年度当初予算と比較して、     

９，６３５万１千円、１．７％の増額となっております。一方、

簡易水道及び公共下水道に係る公営企業会計の収益的収支に

おける費用の合計額は、３億５，９９１万７千円、資本的収支

における費用の合計額は３億７４５万３千円となっておりま

す。  

それでは、歳出予算から、令和８年度が初年度となります 

和木町第６次総合計画の４つの重点施策に沿ってご説明を 

させていただきます。  

まず、１つ目の重点施策、「少子化対策及び移住・定住対策

の推進」についてですが、和木町では、人口減少抑制のため、

安心して子育てができる環境づくりを推進するとともに、  

保健・福祉・インフラの充実や雇用の確保により、全世代が  

活力を持ち、住み続けたくなるまちづくりを推進しておりま

す。その具体的な施策として、まずは子育て支援からご説明を

させていただきます。こども家庭センター「すくすく」では、
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妊娠期から出産・子育てまで一貫した相談支援を行うほか、虐

待や貧困、ヤングケアラーなどの相談にも対応できるよう、専

門知識を要する支援員を配置する予算を確保し、安心して子育

てをしていただける環境を整備しております。  

また、出産後の母子を支援する仕組みとして、宿泊・通所・

訪問などの形態で、専門機関による母親の体調管理、お子さま

の健康チェック、育児指導等が受けられる産後ケア事業に加

え、支援員が居宅に訪問し、子育て等の不安や悩みへの相談、

家事・育児等の支援を行う子育て世帯訪問支援事業も引き続き

実施してまいります。  

加えて、妊産婦を対象としたタクシー利用料の助成を継続す

るとともに、遠方への妊婦健康診査や出産時の交通費等を助成

する制度については、令和８年度から、産婦健康診査や乳児健

康診査の受診時にも活用できるよう使途の対象範囲を拡充す

ることとしています。  

健やか安心基金を活用した医療費等の助成制度においては、

対象者を町内在住の大学生等までとし、引き続き医療費の無料

化を実施するとともに、乳児健康診査や妊婦健康診査における

超音波検査、妊婦歯科健康診査の全額助成や、予防接種事業に

おけるおたふくかぜ、インフルエンザの予防接種費用の助成に

つきましても、引き続き実施するための予算を計上し、安心し

て子育てができる環境づくりを推進してまいります。  

そして、和木町の子育て支援を語る上で欠かせないのが、 

全国に先駆けて取り組んできた給食費無償化です。和木町で

は、将来を担う子どもたちの健やかな成長を支援するため、学

校給食制度の開始以来、給食費の完全無償化を継続してまいり

ました。この手厚い支援は、子育て世帯の経済的負担を軽減し、

和木町が誇る子育てしやすい町としての大きな柱の１つとな

っております。  

このたび、和木町が長年築き上げてきた手厚い子育て支援の

象徴とも言える、この制度を次世代へと引き継ぎ、移住・定住

の促進を継続させるため、私の公約である学校給食センターの

建て替え事業に本格的に着手いたします。令和１２年度２学期
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の供用開始を見据え、新年度予算におきましては、高度な衛生

基準を備えた施設を実現するための基本設計業務、安全な建設

の基礎となる地質調査に要する費用を予算計上しております。

本事業を、単なる施設の更新に留めず、和木町の未来を創る子

どもたちへの未来投資と位置づけ、安心して産み育て、長く住

み続けていただける魅力あるまちづくりを推進してまいりま

す。  

次に、２つ目の重点施策、「こども園・小学校・中学校まで

の一貫した教育の充実」ですが、和木町には、こども園、小学

校、中学校がそれぞれ１施設ずつ整備されており、子どもたち

は同じ学び舎で１０年余りを共に過ごすことができます。  

また、令和８年度からは、こども園で「こども誰でも通園制

度」の運用を開始する予定としており、普段こども園に通って

ないお子様も、この制度を通じて、家庭以外の場所で同年代の

子どもや保育教諭と関わり、集団生活を経験することが可能と

なります。  

こうした新たな受け入れ体制の充実と並行して、園・小・中

の連携を密にし、切れ目のない、きめ細やかな教育を展開し、

加速する社会の高度化やグローバル化に対応するため、学力向

上に加え、ＩＣＴ教育や英語教育の充実に努めてまいります。  

まず、小中学校におけるＩＣＴの活用促進についてご説明を

させていただきます。これまでも「ギガスクール構想」の一環

として、小中学校の児童・生徒一人ひとりにタブレット端末を

配備し、時代の変化に対応した教育環境の整備を進めてまいり

ました。しかしながら、現在使用中のタブレット端末は、更新

が必要な時期を迎えており、令和８年度はノートパソコンを配

備する計画を立てております。これにより、従来の学びの環境

を維持するだけではなく、より高度な操作やアプリケーション

の活用が可能となり、プログラミング教育や調査・研究活動の

充実を図ることができます。子どもたちが将来社会へ出た際に

必要となるＩＣＴスキルの基盤を、より強固なものへと育てて

いく土台を構築することにもつながると確信をしております。 

次に、和木町における国際交流事業についてですが、これま
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で実施してまいりました中学生・高校生の海外派遣、イングリ

ッシュキャンプへの参加費助成、こども園への国際交流支援員

及び小中学校へのＡＬＴの配置について、引き続き予算を計上

しております。幼少期からこうした事業を通して、地域の未来

を担う子どもたちが、異文化とふれあい、国際社会で活躍する

力を育む基盤をしっかりと築くべく、今後も引き続き努力をし

てまいります。  

その他、英検、漢検、数検などの各種検定料の助成につきま

しては、来年度も継続してまいります。小中学生・高校生のみ

ならず、全ての町民の皆さまを対象としておりますので、本制

度をぜひ積極的にご活用いただき、さらなるスキルアップや自

己挑戦の一歩を踏み出していただければ幸いです。  

次に、３つ目の重点施策、「町民の心と体の健康づくりの支

援」を推進するための取組について、ご説明をさせていただき

ます。  

和木町では、町民の皆さまが年齢や障がいの有無に関わらず

健やかに暮らせる町の実現を目指し、福祉施策の充実に取り組

んでまいりました。令和８年度は、町民の皆さまの健康と福祉

を支える方針を示す、「高齢者福祉計画、介護保険事業計画、

障害福祉計画及び障害児福祉計画」の見直しを行う重要な節目

の年となっており、計画の策定や町民の皆さまへのアンケート

調査を実施するために必要な経費を計上しております。町民の

皆さまのニーズを各計画に反映しつつ、町の将来を見据えた福

祉施策の充実を図ってまいりますので、アンケートがお手元に

届いた際はご協力をお願いいたします。  

次に、令和８年度の新たな取組として、令和８年１０月から

満６５歳以上の軽度・中等度の難聴を抱える方々を対象に、補

聴器購入費用の一部を助成する制度を開始します。補助額は上

限３万円として、補聴器購入にかかる経済的負担を軽減するこ

とで、高齢者のコミュニケーション環境の改善を図ることを目

的としています。補聴器は、聞こえの問題を緩和し、会話を通

じて暮らしに笑顔や充実感を取り戻す重要なツールであると

ともに、健康な心を保つための有力な支援策となります。こう
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した観点からも、この制度は町の健康づくり支援策と強く関連

するものと考えております。なお、本事業は私の公約である、

町長の報酬５％削減を財源として活用することで実現する運

びとなりましたことを申し述べさせていただきます。  

健康づくり支援の一環として、もう一つの新たな取組みにつ

いてご説明をさせていただきます。町民の皆さまが心身ともに

健康に過ごせる環境づくりは、和木町の優先課題の一つです。

近年の猛暑の常態化を受け、とりわけ夏場のスポーツ環境の整

備は急務となっております。  

現在、和木町体育センターにおいてはアリーナへの空調設備

が未整備という問題を抱えておりますが、利用者の皆さまが運

動の合間に快適に過ごせる環境を確保する現実的かつ迅速な

対応として、ロビーへの空調機設置を実施いたします。まずは

手の届く対策から着実に進めることで、運動の合間に心身を休

められる快適な拠点を確保し、これにより、過酷な夏季におい

ても町民の皆さまが安心してスポーツに親しみ、健康維持に取

り組める環境を構築してまいります。  

次に、心の健康づくり支援について述べさせていただきま

す。和木町では、和木学園構想事業により生涯学習を推進する

ことで、イキイキと活躍する場を作り、身体だけでなく心の健

康、ひいては町民一人ひとりの「ウェルビーイング」の向上に

つながると考えております。「みんなが生徒、みんなが先生」

の合言葉のもと、令和８年度も引き続き、様々な取組を展開し

てまいります。  

一方、既存事業としては、自己負担の無いがん検診や歯周疾

患検診、町民の皆さんの健康づくりを応援する健康マイレージ

事業に要する経費を引き続き計上し、健康の保持増進、意識の

向上を図ってまいります。町民の皆さまにはこれらの事業を是

非ともご活用いただき、健康管理の促進や疾病の早期発見につ 

なげ、いつまでも健やかに暮らしていただきたいと願っており

ます。  

 続いて、４つ目の重点施策、「防災・防犯体制の充実」では、

災害や犯罪に強いまちを実現するため、危険箇所の整備や個別
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避難計画の策定を推進するとともに、職員・町民の意識向上を

通じ、ハード及びソフトの両面から安全・安心な町づくりを進

めてまいります。  

まず防災対策に関連するソフト事業についてご説明をさせ

ていただきます。来年度は、岩国市・和木町を会場とする山口

県総合防災訓練の開催が決定しており、その機会を利用して、

町の災害対策本部及び消防団の災害対応能力の向上を図るた

めの訓練を実施いたします。それと並行して、町民の皆さまの

防災意識の向上を目的とした防災イベントも企画してまいり

ます。具体的には、ＡＥＤや水消火器の使用体験、ＶＲ映像に

よるリアルな災害疑似体験、さらには降雨体験装置による豪

雨・暴風の再現など、いざという時に役立つ知識と技術を肌で

感じながら習得できるブースを設置するほか、家具の転倒防止

器具やガラスの飛散防止フィルム、感震ブレーカーの展示を実

施し、地震発生時の住宅の安全性を確保することの重要性につ

いて周知したいと考えております。  

なお、家具の転倒防止器具等の購入については、本年度に創

設した家具転倒防止等補助金を活用することができますので、

町民の皆さまの積極的な申請をお待ちしております。  

続きまして、防災対策に関連するハード事業についてご説明

をさせていただきます。災害発生時における避難所の生活環境

改善を目的として、本年度に自動ラップトイレ、トイレテント、

および停電時でもこれらを安定して稼働させるためのポータ

ブル電源といった、質の高い避難生活を支える資機材を整備し

てまいりましたが、令和８年度も、令和７年度からの繰越明許

予算として、地域未来交付金を活用し、これらの資機材を追加

で整備し、万が一の際にも町民の皆さまが、安心安全のみなら

ず、尊厳が守られた環境で避難生活を送れるよう、万全の備え

を構築してまいります。  

続いて、地域防災の要である消防団のハード整備について、

ご説明をさせていただきます。現在、和木町消防団が保有する

消防ポンプ自動車の一部で老朽化が進んでおります。いざと 

いう時の確実な出動と、迅速な消火活動を行うため、また、  
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消防団の現場における安全性・操作性の向上を図るため、車両

の更新に係る経費を計上しております。本事業の実施にあたっ

ては、石油貯蔵施設立地対策等交付金を財源に、令和８年度 

及び令和９年度に基金への積み立てを行い、令和１０年度に 

消防ポンプ自動車を更新する計画としております。  

また、岩国地区消防組合中央消防署東出張所が整備する消防

ポンプ自動車の改修に係る和木町負担分につきましても、広域

的な消防力の維持・向上のため、あわせて経費を計上しており

ます。  

次に防犯対策についてご説明をさせていただきます。近年、

広域窃盗事件や、巧妙化する特殊詐欺事案が多発しており、町

民の皆さまの不安や防犯意識はかつてないほど高まっており

ます。現在、町では主要な箇所に２７台の防犯カメラを設置・

運用しておりますが、これに加え、家庭用防犯カメラの設置費

補助についても、引き続き予算を確保し、防犯力の強化を後押

ししてまいります。  

町が設置する防犯カメラと、町民の皆さまが設置する家庭用

防犯カメラを適切に組み合わせることで、地域が一体となった

防犯体制を構築し、犯罪を寄せ付けない安全・安心なまちづく

りを推進してまいります。  

以上、和木町第６次総合計画の４つの重点施策に沿ってご説

明をさせていただきましたが、この計画では、令和８年度から

１０年間の和木町の将来ビジョンをお示しして、行政と町民の

皆さまが一体となって、「ふるさと和木町」をより良いものに

作り上げていきたいと考えております。  

それでは、その他の事業についてご説明をさせていただきま

す。私は町長に就任して以来、こども園、小学校、中学校を  

訪問し、子どもたちと直接触れ合い、生の声に耳を傾けて意見

交換を行ってまいりました。その中で出された子どもたちの 

純粋な思いを、新年度予算において具体的な形として反映させ

ております。  

まず、こども園におきましては、子どもたちが『できた！』

という達成感を積み重ね、果敢に挑戦する心を育むための「逆
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上がり補助用具」と、無限の形を生み出し、子どもたちの自由

な発想と知的な創造性を刺激する「パズル型知育玩具」を追加

購入し、園児誰もが触れる機会を提供いたします。小学校にお

きましては、休み時間に子どもたちが笑顔でふれあいを深める

ことができる「シーソー」を新たに設置いたします。  

一方、中学校におきましては、子どもたちからの直接的な要

望ではありませんが、先生方のご意見を参考に、視覚的な理解

を深めることで学習効果を高める電子黒板や、家庭科の実技習

得をきめ細かく支援する電子ミシンを更新することで、より質

の高い学習環境の構築を図ってまいります。  

これらは、私自身が子どもたちと直接語り合う中で受け取っ

た、和木町の未来を担う世代からの大切なリクエストを、新年

度予算において真摯に具現化したものでございます。  

次に、小瀬川を舞台とした体験事業についてご説明をさせて

いただきます。新年度予算では、故郷の川「小瀬川」を舞台に、

子どもたちが自然の豊かさを肌で感じる新たな２つの取組み

を展開してまいります。  

１つ目は、和木学園構想事業の一環として、小瀬川の穏やか

な流れを活用したＳＵＰ（サップ）体験事業を実施いたします。

水上での活動を通じて、子どもたちの体幹やバランス感覚を 

養うとともに、郷土の自然への理解と愛着を深める貴重な機会

になることを期待しております。  

２つ目は、和木町の水産資源を次世代へ引き継ぐ取組みに 

ついてです。毎年、漁業協同組合と協力して実施しているキジ

ハタの稚魚放流事業につきましては、沖合への放流だけでな

く、河口付近において子どもたちが直接稚魚を放流すること

で、生命の尊さや資源保護の大切さを学べる放流体験としての

実施方法を、現在検討しております。  

小瀬川という天然の教室をはじめとする豊かな教育資源を

最大限に活用することで、和木町ならではの学びと体験を子ど

もたちに提供し、彼らの柔軟な発想と想像力で、町の魅力や課

題を自ら発見し、未来の和木町を創り上げ、行動していく「ふ

るさとづくり」の第一歩となることを期待しております。  
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その他、予算は少額ではありますが、すべての町民の皆さま

に寄り添う役場窓口の環境整備についてご説明をさせていた

だきます。  

和木町では現在、聴覚に障がいのある方や、耳が聞こえにく

い方々との円滑なコミュニケーションを図るため、音声認識 

アプリを活用したリアルタイム文字起こしシステムを導入 

しております。来年度は、この文字起こしシステムに加え、  

身体的な聞こえを直接サポートする軟骨伝導イヤホンを新た

に窓口へ設置いたします。  

耳の周辺の軟骨を振動させて音を伝えるこの器具の導入に

より、補聴器をお使いでない方や、騒がしい場所での聞き取り

が困難な方に対しても、より明瞭でストレスのない相談環境を

提供し、すべての町民の皆さまが等しく、かつ安心して行政サ

ービスを受けられる役場づくりを推進してまいります。  

続きまして、国からの交付金等を活用した基盤整備について

ご説明をさせていいただきます。  

まず、米空母艦載機部隊配備特別交付金につきましては、つ

つじヶ丘団地入口から蜂ヶ峯総合公園入口付近に至る町道駒

ヶ迫鍛冶屋作り線の道路改良工事を実施いたします。あわせ

て、文化会館の舞台照明設備やコミュニティセンターの高圧受

電設備など、公共設備の、公共施設の大規模改修工事を実施し、

施設の健全な維持管理に努めてまいります。また、医療費等の

助成制度が安定して継続できるよう健やか安心基金への積み

増しも行ってまいります。  

次に、石油貯蔵施設立地対策等補助金の活用につきまして

は、大和橋から願掛け地蔵間に至る町道宮ノ下中開線の改良工

事を実施いたします。さらに、将来を見据えた計画的な施設整

備として、町民庭球場の全面改修に向けた基金への積み立てを

継続して行うほか、新たに、消防団の消防ポンプ自動車を計画

的に更新するための基金を創設し、着実に積み立てを行ってま

いります。  

また、令和９年度以降の当該補助金を計画的に活用するた

め、令和８年度は、関ヶ浜地区の道路改良工事に係る調査設計
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業務に要する経費を併せて予算に計上しております。  

最後に、公債費につきましては、４億５，０２７万２千円で、

令和７年度と比較して２，０４７万７千円、４．３％の減額と

なっており、令和８年度末の一般会計における地方債残高は、

３７億５，６５８万３千円となる見込みでございます。  

以上、歳出についてのご説明とさせていただきます。  

続きまして、歳入予算の内容につきましてご説明をさせてい

ただきます。  

個人町民税は、２億８，８４７万２千円で、前年度比４．２％

の減額となる見込みでございます。一方、法人町民税は   

５，０５９万 2 千円で、１．１％の微増を見込んでおります。  

固定資産税については、町内企業の償却資産増に加え、町内

での新築家屋の増加による家屋分の増収もあり、前年度比 

０．５％増の９億９，７５７万４千円となる見通しでございま

す。  

軽自動車税については、国の税制改正により環境性能割が廃

止されることなどを考慮し、減収を見込んで算定しておりま

す。これらを含む町税全体では、前年度比０．６％減の１３億

７，９４１万３千円となる見込みでございます。  

その他の交付金等につきましては、地方譲与税、環境性能割

交付金、地方特例交付金の３項目は減額になるものの、地方消

費税交付金や利子割交付金など６項目は増額となり、合計で

は、１，６１８万３千円の増額になると見込んでおります。  

地方交付税につきましては、９億５，０００万円、前年度と

比較し、１億１，０００ 万、１３．１％増額の見込みとして

おります。この大幅な増額については、昨今の人件費の上昇や

物価高騰による歳出増に対し、国においても相応の財源確保が

図られるものと判断し、これに見合う額を予算に反映させたも

のでございます。  

国庫支出金につきましては、６億５，５０１万７千円、対前

年度３，４８５万８千円、５．１％の減額としております。県

支出金につきましては、２億４，２９３ 万５千円、対前年度

５８万１千円、０．２％の減額見込みとなっております。  
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寄附金につきましては、５００万１千円の前年同額としてお

り、令和５年１０月のふるさと納税のルール改正に伴い、厳し

い状況が続いております。  

繰入金の内、減債基金から１，４８４万円を繰り入れること

としておりますが、これは、臨時財政対策債の償還金の財源と

するため、令和６年度及び令和７年度の普通交付税を原資に減

債基金に積み立てたものを、地方債の償還に充当するため繰り

入れることとしております。  

また、公共施設等総合管理基金からは、６４２万６千円の 

繰入を予定しており、役場庁舎や教育施設など各種公共施設の

維持修繕に活用することとしております。  

来年度の財政調整基金の繰入金については、前年度比  

４，５７５万６千円増の４ 億９，９３１万９千円を計上いた

しました。本年度を上回る取り崩しが必要な状況にあり、非常

に厳しい予算編成を余儀なくされております。なお、令和８年

度末の財政調整基金残高は、９億２，６３４万８千円となる 

見込みでございます。  

最後に、町の借金となります町債の予算総額は７，１００万

円で、令和７年度と比較して３，５３０万円の減額としており

ます。  

結びにあたり、和木町の財政運営を取り巻く環境について申

し上げます。近年の人件費高騰や物価の急上昇に加え、和木町

におきましても、児童福祉や高齢者、障がい者福祉といった社

会保障関係経費が年々急速に増加の一途を辿っております。   

また、時代の変化に伴い多様化・複雑化する行政需要への的

確な対応や、ガバメントクラウドへの移行後のシステム運用経

費が増大するなど、和木町の予算編成は、かつてないほど極め

て厳しい局面を迎えております。  

しかしながら、こうした困難な財政状況下にあっても、私は

町民の皆さまの安全・安心を守り、和木町の未来を切り拓くた

めの投資を止めてはならないと考えております。そのために、

まずは私の公約である「役場の組織改革」を真摯に進めてまい

ります。前例踏襲を排し、部署の垣根を越えた機動的な組織へ
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と再編することで、限られた財源と人員を最大限に活用し、真

に機能する行政組織へと生まれ変わらせてまいります。  

さらに、町政の重要課題を町民の皆さまと共に考え、解決の

糸口を探る「みらい会議」を開催いたします。行政と町民が直

接語り合い、英知を結集するこの場を通じて、持続可能な和木

町の姿を共に描き出していきたいと考えております。  

これら「役場の組織改革」と「みらい会議」は、直接的な予

算を伴うものではございませんが、これからの和木町を支える

未来を切り拓く鍵である、と確信しております。  

困難な時代だからこそ、私は皆さまの先頭に立ち、対話と実

行、そして果敢な改革をもって、希望に満ちた和木町の新しい

時代を切り拓いてまいる所存でございますので、議員の皆さま

をはじめ、町民の皆さま方におかれましては、引き続きお力添

えを賜りますようお願い申し上げます。  

以上、令和８年度施政方針、並びに予算案の概要につきまし

て、ご説明申し上げました。本定例会に提出いたしました令和

８年度予算案並びに諸議案について、よろしくご審議の上、ご

承認いただきますようお願いを申し上げまして、私の施政方針

及び新年度予算案の概要説明といたします。  

  

 

日程第１６ 教育行政施政方針を議題とします。 

施政方針の説明を求めます。 

重岡教育長。 

 

 議会の初日に当たり、令和８年度の教育行政の主な概要につ

いてご説明申し上げ、議員皆様方のご理解とご協力を賜りたい

と存じます。 

議員の皆様がご承知のとおり、「和木町第５次総合計画」の

基本構想における後期基本計画が、この３月末で満５年の区切

りとなります。「和木町第６次総合計画」が策定後の４月から

は、そこに掲げてある重点施策や基本目標に示された内容等に

取り組むことになります。「和木町教育振興基本計画」も、こ
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れまでは町の「総合計画」の構想や計画を基にして策定してお

りましたが、次期学習指導要領の改訂内容を意識して策定した

いと考え、現行の教育振興基本計画を１年延長することにいた

しました。 

昨年９月２５日に文部科学省の中央教育審議会が「論点整

理」をまとめました。「論点整理」とは、教育課題や教育政策

について議論を重ね、今後さらに議論すべき点としてまとめら

れたものです。そこには、「分かりやすく、使いやすい学習指

導要領」の実現をめざし、多様な子供たちを包摂する柔軟な教

育課程の導入や情報活用能力の向上、教師の負担軽減などが主

なポイントとして挙げられています。 

中教審は、次期学習指導要領をどのようなものにするかを検

討しており、ここで示された方向にそって、園や小中学校、高

等学校の新しい学習指導要領が策定されていきます。これは、

今後の日本の学校教育を決定づけるとても重要なものという

ことになります。 

昨年１２月１６日には、改訂に関するスケジュールも示され

ましたので、議員の皆様にもお知りおきいただきたく、プリン

トをお配りさしていただきました。 

令和９年度から、園や小中学校では改訂内容の周知や移行を

始めることになります。全面実施は、こども園は令和１０年度

から、小学校は１２年度から、中学校は１３年度からとなりま

す。最終的な答申（まとめでございますが）は、令和８年度中

には文部科学省告示として公表されますので、「学習指導要領

の改訂内容」と「和木町第６次総合計画」を意識した「第４次

和木町教育振興基本計画」を策定したいと考えております。  

和木町教育委員会では、時代が求める教育施策に敏感に反応

しながら、長期的視点に立って教育行政を総合的、計画的に推

進したいと考えましたので、ご理解いただければ幸いです。  

 しかしながら、ただ指をくわえて答申が出るのを待つことは

許されません。令和８年度の和木町教育方針は、現行の教育振

興基本計画を１年延長いたしますので、和木町教育の全体構想

や教育目標はこれまでと同じになりますが、先ほどからご紹介
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しております「論点整理」の冒頭には「目指すべき３つの方向

性」が示されており、今後の学校教育に大きく関わってきます

ので、逸早く研究を進めておきたいと考えております。  

 議員の皆様とも共有しておきたいと思いますのでご紹介い

たします。 

「目指すべき３つの方向性」の１つ目は、「主体的・対話的

で深い学びの実装」です。 

現行の学習指導要領においても目指している「主体的・対話

的で深い学び」を、よりいっそう確実なものに「実装」してい

くということでございます。 

２つ目は、「多様性の包摂」です。 

多様な個性や特性、背景を有する子供たち一人ひとりが、「主

体的・対話的で深い学び」を獲得していけるような仕組み・体

制を整えていく、ということです。 

そして、３つ目は、「実現可能性の確保」です。 

これは、１つ目の「主体的・対話的で深い学びの実装」と、

２つ目の「多様性の包摂」が、ただのスローガンにならないよ

うに、教育課程の内容だけでなく、教育環境、子供たちや教員

のおかれた状況、学校の体制などを含めて見直し、改革してい

くことで、実現可能性を確保するということです。 

生涯にわたって主体的に学び続け、多様な他者と協働しなが

ら、自らの人生を舵取りすることができる、民主的で持続可能

な社会の創り手を「みんな」で育むための改善が必要となりま

す。社会全体の構造変化が顕著であり、予測困難な時代と呼ば

れている今だからこそ、「自らの人生を舵取りできる力」が不

可欠であり、さらにはデジタル時代に主体的に社会参画する

「民主的な社会の創り手」を育成することも喫緊の課題となっ

ております。 

そのために、一人ひとりの「好き」を育み、「得意」を伸ば

しながら学び全体への動機づけを図ること、また、当事者意識

を持って、自分の意見を形成し、多様な他者との対話や合意を

図ることを同時に進める必要がある、との認識が記されており

ます。また、「過度な負担・負担感が生じにくい在り方を追求



令和 8 年第 2 回（3 月）定例会 

 - 66 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

することや、教師と子供の双方に『余白』を創出し、豊かな教

育活動に繋げることが必要」とされております。「授業時数の

適正化（授業時数を少なくしましょうということになります

が）や「授業時数と平準化（週当たりのコマ数を減らしましょ

うということです）」「厚い教科書をすべて教えるからの脱却」

「構造化・表形式化・デジタル化を通じた余白の創出」「高校

入学者選抜の在り方の改善」なども検討・見直していくことで、

子供たちと教師双方の負担軽減を図る、とされております。論

点整理は１００ページ以上にわたる膨大なもので、今回取り上

げたのは、ほんの一部にすぎません。今後の改革の方向性を踏

まえて「和木町教育振興基本計画」の策定を進めてまいります。 

それでは、来年度の主要な施策・事業等についてご説明した

いと思います。 

７点に絞ってお話しいたします。 

数点は、町長の施政方針の内容と重なることをお含みおきい

ただきたいと思います。 

１点目は、教育ＤＸの推進です。 

本年１月１日付けで、「和木町未来共創アドバイザー」に、

内閣府クールジャパン地域プロデューサーの陳内
じんない

裕樹
ひろ き

先生と

大阪教育大学及び愛知教育大学の客員教授の小出
こい で

泰
やす

久
ひさ

先生の

お二人にご就任いただきました。 

特に、小出泰久先生からは、教育分野での課題や学校等が導

入しているＩＣＴ機器の効果的な活用方法についてご支援や

ご助言をいただき、教育現場のデジタルトランスフォーメーシ

ョンの推進を図りたいと考えております。 

２点目は、山口県教育委員会から「児童生徒、教職員、保護

者、地域住民、関係機関等と連携した『大規模災害時を想定し

た対応訓練』」の実施指定を受け、災害発生時の教職員の役割

分担や初動体制の明確化、保護者・地域の関係機関等との連携

体制の整備等組織活動を意識した研究に、中学校を中心に取り

組みたいと考えております。 

３点目は、これまでの語学研修や英語関係の検定の受検につ

いては、引き続き計画したいと考えております。 
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国際化・グローバル化する社会を生きていく子供たちには、

英語によるコミュニケーション能力を身に付けることが求め

られております。子供たちが英語に触れ、積極的にコミュニケ

ーションを図ることができる機会として、ニュージーランドへ

の海外語学研修や国内で開催されるイングリッシュキャンプ

を企画してまいります。 

また、英語関係の検定だけでなく、漢字検定や数学検定につ

きましても、検定料の助成を行いますので、目標を持って取り

組み、学力向上にもつながることを期待しております。これま

で同様に、子供たちと一緒に、たくさんの大人もチャレンジし

ていただきたいと願っております。 

４点目は、こども園において、山口県国公立幼稚園・こども

園連盟の指定を受け、７月に公開保育の研究大会を開催いたし

ます。幼稚園教育要領や認定こども園教育・保育要領、保育所

保育指針等の改訂を見据え、幼児教育に関する内容や、園の運

営・管理、保育技術等に関する専門的な講義、研究協議等を行

うことにより、こどもまんなかの幼児教育の振興・充実を図る

ことができるものと期待しております。 

５点目は、特別支援教育の推進と、いじめの防止、不登校対

応の充実です。 

特別支援教育の推進につきましては、早期からの対応も求めら

れるようになっております。関係機関や関係部署と連携を図り

ながら、個に応じた適切な援助や支援の充実に努めてまいりま

す。 

いじめの防止や不登校の対応については、昨年の議会におい

ても一般質問等をいただきました。これまで以上に、いじめや

不登校の未然防止・対応に力を入れてまいります。  

学校だけの取組には限界がありますので、スクールカウンセ

ラーやスクールソーシャルワーカー等の外部人材や関係機関

と連携し、更なる支援の充実を図ってまいります。  

 ６点目は、姉妹都市恵庭市との教育親善使節団の交流につい

てです。来年度は、本町の教育親善使節団を恵庭市へ派遣いた

します。恵庭市の児童生徒との体験的な研修交流ができるもの
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議 長 

と期待しております。 

最後の７点目は、教育関連施設等の工事についてです。 

学校給食センターの整備は、計画に基づいて準備を進めてい

るところでございます。１２年度の供用開始までは現施設を使

用することになりますので。設備の点検等を行いながら、安

全・安心な学校給食を安定的に提供できるよう努めてまいりま

す。 

旧保育所の解体工事は先月上旬に計画通りに完了いたしま

したが、来年度も、修繕工事等をしなければならない施設や設

備がございます。安心・安全、快適で、末永く活用していただ

けるよう整備してまいります。工事期間中は、ご不便をおかけ

いたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。  

 その他、社会教育や人権教育、健康安全教育等につきまして

も、どれも生涯学習社会構築の基盤となる必要不可欠な内容で

す。引き続き、きめ細やかな取組が行えるよう充実と推進を図

ります。 

以上、園小中の次期学習指導要領改訂に関わる内容と、令和

８年度の主要な施策・事業等を中心に、教育行政の考え方や 

主な取組内容について述べさせていただきました。  

教育委員会としては、教育をめぐる諸課題を克服し、我が町

が持続可能な発展を遂げることができるよう、「町ぐるみ『和

木学園』」の構想を中心に据え、和木町らしい、和木町ならで

はの特色ある教育の振興・推進に全力で取り組んでまいりま

す。 

終わりになりましたが、和木町におきましては教育環境の 

整備充実、教育内容充実に向けての予算計上等、教育に力を 

注いでいただき、感謝しております。今後も、「教育環境の  

充実したすみよい町づくりと人づくり」に努め、「町の幸福度」

を高めたいと考えておりますので、皆様方のご理解・ご協力を

お願い申し上げまして、教育行政施政方針といたします。  

貴重な時間、ありがとうございました。 

 

 坂本町長、重岡教育長お疲れさまでした。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

 

日程第１７ 議案第１１号 令和８年度和木町一般会計予

算 

日程第１８ 議案第１２号 令和８年度和木町国民健康 

保険特別会計予算 

日程第１９ 議案第１３号 令和８年度和木町介護保険特

別会計予算 

日程第２０ 議案第１４号 令和８年度和木町後期高齢者

医療特別会計予算 

日程第２１ 議案第１５号 令和８年度和木町簡易水道事

業会計予算 

日程第２２ 議案第１６号 令和８年度和木町公共下水道

事業会計予算 

 

以上６議案を町長施政方針及び教育行政施政方針を議案説

明にかえ、議事進行上、一括して議題とします。 

 

直ちに質疑に入ります。 

 

町長施政方針及び教育行政施政方針並びに議案第１１号か

ら議案第１６号までの６議案について、質疑があれば許しま

す。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」の声あり。） 

 

質疑がないようですので、以上で質疑を終結します。 

 

おはかりします。 

議案第１１号から議案第１６号までの６議案については、 

議長を除く９人の委員をもって構成する予算特別委員会を 

設置し、これに付託の上、審査することにしたいと思いますが、
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり。） 

 

異議なしと認めます。 

 

したがって、議案第１１号から議案第１６号までの６議案に

ついては、議長を除く９人の委員をもって構成する、予算特別

委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決定しまし

た。 

 

ここで暫時休憩をいたします。 

協議したいことがありますので、全員協議会室にお集まり 

ください。 

 

 

休 憩  １２時 １２分 

 

    再 開  １２時 １５分 

 

 

休憩前に引き続き会議を再開します。 

 

休憩中に行われました委員会において、委員長に嘉屋富公議

員、副委員長に明本光弘議員が選任されましたのでご報告いた

します。 

なお、委員長におかれましては、今会期中に審議を終了し、

終了していただき、最終日までにその結果を議長に報告してい

ただきますようお願いいたします 

 

 

日程第２３ 議案第１７号 和木町第６次総合計画基本構

想の策定について 
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総 務 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これを議題とします。執行の説明を求めます。 

松井企画総務課長。 

 

議案第１７号 第６次和木町総合計画基本構想の策定につ

いて、ご説明申し上げます。 

第６次総合計画でございますが、和木町総合計画策定条例第

３条第１項に定められておりますとおり、町の最上位の計画と

して位置づけられ、総合的見地から査定されることとなってお

ります。 

本議案は、条例第４条の規定に基づき、総合計画基本構想を

策定することについて町議会の議決を求めるものでございま

す。 

本議案の提案に至る経緯についてですが、条例第３条第３項

におきまして、町民の意見を十分に反映させるための必要な措

置を講じた上で策定されなければならない、と定められており

ますことから、まちづくりの各方面で、積極的にご尽力をいた

だいている方々を選出し、委員１３名からなる総合計画策定委

員会を設置し、令和６年１０月から令和８年２月までの間、計

５回の会議を開催いたしました。委員の皆さまには、大変に熱

心なご協議、また、数多くの貴重なご意見をいただき、深く感

謝をしているところでございます。 

また、令和６年１１月には、町内１８歳以上の方１,５００人

を対象としたアンケート調査を実施しております。回収率は 

４０％でございました。回収結果は、総合計画の基礎資料とさ

せていただいております。これに合わせて、和木中学校生徒全

員を対象とするアンケートも実施しております。 

総合計画は、基本構想、基本計画および実施計画で構成され、

それぞれの計画期間は、基本構想が令和８年度を初年度とし、

令和１７年度を目標年度とする１０カ年計画、基本計画は５カ

年計画、実施計画は毎年見直しを行うローリング計画としてお

ります。 

基本構想第１章におきまして和木町の地域特性・概況を、第

２章におきましてアンケート調査から得られた、まちづくりの
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議 長 

 

 

 

嘉 屋 議 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

松 井 企 画 

総 務 課 長 

課題・従来施策の課題を掲げております。 

第３章におきましては、和木町が目指す将来都市像「緑の風

薫る文化のまち和木町」と、本計画期間で目指す目標「あいさ

つと笑顔あふれるまち」を引き続き継承することとし、この将

来都市像を実現するため、町民憲章の理念に基づきまして、「協

働のまちづくり」、「ふれあいあふれるまちづくり」、「にぎわい

のあるまちづくり」、「健やかに暮らせるまちづくり」、「安全・

安心で快適なまちづくり」、「教育・文化のまちづくり」、この

６つの柱を基本目標に定めております。 

また、第４章では各目標指標を設定し、人口指標といたしま

しては、まち・ひと・しごと創生総合戦略とともに策定する人

口ビジョンに準じ、令和１７年の人口目標を５，４５０人、令

和４２年の人口目標を４,７００人と定めたところでございま

す。 

以上で、議案第１７号の説明を終わります。 

 

本案に対する、質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

嘉屋富公議員 

 

山口県東部、一番端にある和木町なんですけど、そこに県の

方も重要視してます観光問題、観光の方ですね、まあ第一に

蜂ヶ峯総合公園があげられると思うんですけど、今から今後

もですね、リニューアルとかですね、集客、これはだんだん

毎年落ちてます。その辺をよく考えて、例えば今はまあ流行

りである、多少のお金は掛かってもいいから、こういった  

設備をして欲しいとかいろいろあると思うんですけど、その

辺はどう考えていますか。 

 

松井課長。 

 

お答えいたします。この基本構想の中では、大きな目標とし

て掲げるものでございますので、具体的なことはありません
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が、議員おっしゃるとおり蜂ヶ峯総合公園の来場者数、最近

ではちょっと減少気味ということでございます。今後につき

ましてはこの基本構想の下の計画、それから個別計画、そう

いったところでですね、その観光客をどのように誘致したら

いいのか、それから公園施設をどのように整備していったら

いいのか、そういったところをですね、またこの総合計画の

方向性に基づいて策定をしていきたい、というふうに考えて

おります。 

 

他に質疑はございませんか。 

 

（「なし」の声あり。） 

 

質疑がないようですので、本案に対する質疑を終結します。 

 

 

日程第２４ 陳情第１号 町政運営における町長の発言に

関する陳情 

これを議題とします。 

 

本日までに受理した陳情は、お手元に配りました「陳情文書

表」のとおり議会運営委員会に付託しましたので報告いたしま

す。 

 なお、委員長におかれましては、今会期中に審査を終了して

いただき、最終日までに、その結果を議長に報告していただき

ますようお願いいたします。 

 

  

 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

よって、本日はこれで散会したいと思いますが、ご異議あり

ませんか。 

 

（「異議なし」の声あり。） 



令和 8 年第 2 回（3 月）定例会 

 - 74 - 

 

議 長 

 

 

異議なしと認めます。 

本日はこれで散会いたします。 

お疲れさまでした。 

 

 

閉  会  １２時 ２３分 
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